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第 1 章 事業背景・目的 

1.1 本事業の背景 

ベトナム社会主義共和国 (以下ベトナム)は、2021 年 11 月 1 日に、英国で開催された国連気候変

動枠組み条約第 26 回締約国会議 (COP26)首脳級会合で、2050 年までに温室効果ガスの排出量実質

ゼロ (カーボンニュートラル)を目指すと表明した 1。国際エネルギー機関 (IEA)によると 2、2023 年

におけるベトナムの CO2 排出量において、電力・熱利用部門は約 52%を占めており、この部門での

排出削減は 2050 年までのネットゼロ目標を達成するために極めて重要である。電力／熱部門は全体

の半分程度を占める最も大きなセグメントであり、目標達成に向けて重要な部分を占めている。 
現状の電源構成では、火力発電が全体の約 40％、うち石炭火力が 75％を占めている 3。最新の電

源開発計画である PDP8 Revision (以下 PDP8R)によると、将来に向けては、再エネの大量導入目標を

掲げつつ、火力分野においては、石炭の新設を廃止し、火力はガス火力に限定させること、また、

バイオマス、アンモニア等のクリーン燃料を混焼していく計画を示している。ただし、詳細な計画

や具体化は今後の課題となっている。 
かかる状況の中で、現在電力分野を所管する商工省 (MOIT)でも、管下の電力会社、エネルギー

シンクタンクへの具体プランの策定指示をしている他、海外政府、民間企業との共同研究やイニシ

アチブなども積極的に実施中である 4。 
本委託事業を受託している調査団(以下調査団)の構成員である丸紅株式会社は、ベトナム国営電

力グループ (EVN)と、ベトナムにおける脱炭素化社会の実現に向け、共同調査に関する覚書 5 を

2022 年 11 月 24 日に締結しており、管轄の MOIT を含めて先方の意向を踏まえながら協力可能な内

容の協議をしているところである。 
 

1.2 本事業の目的 

本事業の目的は以下に掲げる 3 つのゴールを達成することである。 
ゴール 1:ベトナム国の既存目標や現状を理解したうえで、電力分野の脱炭素化目標達成のための、

具体的な道筋や提言が整理されていること。 
ゴール 2:上記プロセスにおいて、ベトナム国政府関連機関の課題認識が進み、各種施策検討や取

り組みの補助となること。 

 
1 出典：ベトナム首相、2050 年までに温室効果ガス排出ゼロ目指す、COP26 で表明(ベトナム) | ビジネス短信 ―
ジェトロの海外ニュース - ジェトロ (2026 年 1 月 6 日閲覧) 

2 出典：Viet Nam - Countries & Regions - IEA (2026 年 1 月 6 日閲覧) 
3 出典：National Energy Master Plan より 
4 日本に限定しても、2023 年 7 月よりベトナムで AZEC/GX 推進ワーキングチームが発足(ベトナムで「AZEC/GX 推

進ワーキングチーム」の発足に合意しました (METI/経済産業省))したり、国立研究開発法人新エネルギー・産業

技術総合開発機構の元、脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業／実証要件適合性等調査

／無煙炭焚き火力発電所の脱炭素化を実現するためのアンモニア燃焼実証事業(ベトナム)を IHI 社が実施したりし

ている。 
5 出典：ベトナム国営電力グループとの脱炭素化社会の実現に向けた共同調査に関する覚書締結について (2026 年 1
月 6 日閲覧) 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/11/836fe1fec0b77686.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/11/836fe1fec0b77686.html
https://www.iea.org/countries/viet-nam/emissions
https://www.meti.go.jp/press/2023/07/20230726001/20230726001.html
https://www.meti.go.jp/press/2023/07/20230726001/20230726001.html
https://www.marubeni.com/jp/news/2022/release/00090.html
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ゴール3:提示したアウトプットをベースとして、本邦民間企業(含む、本調査団)の将来の事業機会

の予見性が高まり、個々の事業活動計画の指針となること。 
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第 2 章 実施スケジュール・体制 

2.1 実施スケジュール 

実施スケジュールを表 2-1 に示す。 
本事業は 2025 年 2 月に開始され、2026 年 2 月に完了した。 
主な行程は以下のとおりである。 
 業務開始：2025 年 2 月 20 日 
 現地調査兼第 1 回ワークショップ：2025 年 5 月 27 日～5 月 30 日 
 第 2 回ワークショップ：2025 年 9 月 18 日 
 中間報告会：2025 年 10 月 9 日 
 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 最終ワークショップ：2026 年 1 月 16 日 
 最終報告書提出：2026 年 2 月末 
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表 2-1 検討スケジュール 

 

(出典: 調査団作成) 
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2.2 本事業の体制 

図 2-1 に示す実施体制に基づいて業務を実施した。 

 

図 2-1実施体制図 
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第 3 章 実施内容 

3.1 現状の評価並びに将来予測 

3.1.1 エネルギー政策・既存計画のレビューと分析 

(1) 調査上の前提 
本件類似調査として、2021 年 2 月に国際協力機構 (JICA)より「ベトナム国電力セクターに係る情報収

集・確認調査」(以下、JICA 過去調査と記載)が発表されている。調査団の認識としては、下記 3 点につ

いて大きな違いがあるため、内容重複は発生しないものと認識している。当認識については調査開始時

に JICA ともディスカッション済みであり、同じ認識である旨の発言を得ている。 
 

(a) 調査観点の違い 
 JICA 過去調査では、海外投融資等の民間連携、円借款、技術協力の観点から可能性のある支援策

の整理、優先順位付けを目的とした調査が実施されている。加えて、短期的に支援が可能と考えら

れる協力プログラムの詳細検討も実施されている。 
 他方、本調査の主目的はあくまでもマスタープランの策定であり、ベトナム国政府関連機関の課

題認識をサポートした上で、各種施策の検討や取り組みの補助となるような情報の収集を中心とし

ている。特に、火力発電の脱炭素化の重要性を捕捉するための調査を実施している。 
 
(b) 調査手法の違い 

JICA 過去調査では、PDP7 改訂版記載内容等の政府公開資料をベースに、温室効果ガス(GHG)排
出量、電源構成、再エネ普及、送配電網整備の目標・政策・関連する法制度・見通しをフラットに

レビューしている。また、日本国から必要な政策支援を見据えた上で、電力セクターにおける課題

の抽出を実施している。 
他方、本調査では、PDP8R のレビューをしたうえで、外部機関のレポートも活用しながら各記載

内容(需要、再エネポテンシャル、電源構成)の妥当性分析を実施している。また、上記分析より

PDP8R 目標達成に向けた課題を整理した上で、火力発電の脱炭素化をはじめとする重要課題の抽出

を実施している。 
 

(c) 調査時期の違い 
JICA 過去調査は、2021 年 2 月に報告書が提出されている。当時は、PDP8 のドラフトが発表され

た段階であった。その後、現在に至るまでに、表 3-1 にまとめているようなエネルギー関連政策の

更新が実施されている。特に、PDP8 の発行並びに改定が実施されているため、新規のレビューが必

要となると認識している。 

表 3-1 2021 年 2 月以降のベトナムの主要な政策更新状況 

 
(出典: 国家エネルギー計画(Plan Energético Nacional : PEN)2022-2036, CNE) 
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(2) レビュー対象とする政策 
電力セクターに関連する政策は多岐にわたる中で、本件では、国家エネルギー基本計画(以下、

NEMP)を概観した上で、PDP8R を中心として政策へのレビューを実施する。 
NEMP (国家エネルギー基本計画)は、MOIT が主導し、2023 年 7 月に策定されたエネルギー基本計

画である。電力のみならず、石油・ガス・水素などエネルギー分野全体の政策方向性を決定づける

政策である。エネルギー安全保障の確保と、脱炭素化実現に向けたエネルギートランジションの両

軸を見据え、2030 年まではエネルギー需要増に対し、原油・天然ガス生産量・輸入量の増加で対応

するという大方針を打ち出している。 
PDP8R は、2023 年 5 月に MOIT 主導で策定・発表された PDP8 の改訂版であり、2025 年 4 月に発

表された計画である。NEMP (国家エネルギー基本計画)の大方針に従ったうえで、発電・送電・配

電といった電力セクターに特化した開発・投資計画である。発電能力の増強に向けた計画や送電網

の整備などが明記されている。 
 

(a) NEMP (国家エネルギー基本計画)の概要 
NEMP (国家エネルギー基本計画)では、国家エネルギー安全保障の確保、エネルギートランジ

ションの実現、エネルギー自給率の向上を目標として掲げている。目標達成に向け、2030 年までは

エネルギー消費量を漸減しつつ、安全保障の観点から国内原油・天然ガス増産を狙っている。2050
年に向けては再エネへの大幅なエネルギートランジションによるGHG排出量の大幅削減を目指して

いる。詳細な目標・KPI については、表 3-2 に紹介している。 
 

表 3-2 National Energy Master Plan(NEMP)の概要 

 
(出典: NEMP より NRI シンガポール作成) 
 
(3) PDP8R の概要レビュー 
(a) PDP8R 策定の要点 

2023 年 5 月に発表された PDP8だが、2025 年 4 月に、改訂版として(PDP8R)が発表されている。 
PDP8R では、エネルギー需要の変化やエネルギーミックスの変化に対応する形で、改訂を加え

ている。 
PDP8R 発表の背景について、Institute of Energy(以下 IE)にインタビューを実施した。IE は、政府

系のシンクタンクであり、PDP8R の改訂実作業を主導している存在である。6 

 
6https://ievn.com.vn/vi/chum-anh-hoi-thao-tham-van-dieu-chinh-quy-hoach-dien-viii-va-bao-cao-danh-gia-moi-truong-chien-

luoc/  (2026 年 1 月 6 日閲覧) 

https://ievn.com.vn/vi/chum-anh-hoi-thao-tham-van-dieu-chinh-quy-hoach-dien-viii-va-bao-cao-danh-gia-moi-truong-chien-luoc/
https://ievn.com.vn/vi/chum-anh-hoi-thao-tham-van-dieu-chinh-quy-hoach-dien-viii-va-bao-cao-danh-gia-moi-truong-chien-luoc/
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IE によると、前提として、PDP8 は法律により、発表後 5 年毎に改定することが定められている

ものの、首相発表により、国内総生産 (GDP)成長率目標が大幅に上方修正されたことを受け、エ

ネルギー需要が大幅に増加する見込みとなったために改訂が実施されたとのことである。また、

北部地域の電力需要が大幅に増加し、近い将来に南部地域を大幅に上回ることが予測されるよう

になったため、併せて電力計画の見直しが必要になったことも背景として挙げられていた。更に、

原子力発電が再開される見通しとなり、エネルギーミックスの見直しの必要がある点も改訂の背

景となった。加えて、電源開発に関連するいくつかの主要プロジェクトが遅れており、エネル

ギー生産能力に影響を及ぼしていることも背景となったようである。 
このような背景の元、PDP8R における主要な改正点は下記のとおりである。 
 

＜2030～2035 年時点での予測・目標＞ 
 総発電量：需要増に伴い大幅な増加を想定 

 増分は太陽光・風力を中心とした再エネでカバーする想定。石炭・石油・天然ガスの目

標はほぼ据え置き 
 原子力発電：2035 年時点での稼働開始を明記 
 洋上風力：当初より目標を 5 年後ろ倒しも、目標値は増加 
 太陽光：PDP8 より約 3 倍程度目標値増加 

＜2050 年時点での予測・目標＞ 
 総発電量：需要増に伴い大幅な増加を想定 

 増分の大半は洋上風力によるカバーを想定 
 原子力発電：新規に目標値を記載も主力電源ではない見込み 
 洋上風力：太陽光と並ぶ主力電源への成長見込む 
 太陽光：PDP8 より 1.5 倍以上目標値を増加 
 水素：完全な燃料転換ではなく、LNG との混焼を中心とした導入にシフト 
 アンモニア：新規に目標値を設定 

 
PDP8 と PDP8R の差分については、表 3-3、表 3-4 にまとめている。 
 

表 3-3 PDP8 と PDP8R の差分(～2035) 

 
(出典: PDP8R より NRI シンガポール作成) 
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表 3-4 PDP8 と PDP8R の差分(～2050) 

 
(出典: PDP8R より NRI シンガポール作成) 
 

3.1.2 PDP8R の電力需要予測に対するレビュー 

(1) 電力需要予測の現状 
PDP8R では、電力需要の前提となる GDP 成長予測を、2030 年まで CAGR (Compound Annual 

Growth Rate:年平均成長率)10%、2030-2050 年で CAGR7.5％と高位に予測されている。上記予測が

影響し、電力需要は 2030 年時点で現時点の約 2 倍になると予測されている。図 3-1 は、PDP8R に

おける電力需要予測を示している。 

 
(注：GDP については、World Bank の 2021 年の名目 GDP を出発値とし、PDP8R に記載の GDP 成長率(2025 年まで CAGR8%、

2026-2030:CAGR10%、2031-2050:CAGR7.5%)で伸ばしている) 
(出典: NRI シンガポール作成。電力需要予測データは PDP8R、GDP の足元値は World Bank より。) 

図 3-1 PDP8R における電力需要予測 
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(2) 電力需要予測のレビュー手法 
電力需要予測の妥当性について、GDP を活用した回帰分析と、外部機関のレポートの引用の二

つの観点から検証する。 
GDP を活用した回帰分析について、ベトナムにおける電力需要と名目 GDP の相関係数は 2000-

2022 年において 0.99 以上となっている。また、説明変数 X を名目 GDP(十億 USD)、目的変数 Y を

電力需要 (TWh)としたときに、有意 F0.01 以下で Y＝0.644776X+9.265491 に回帰可能である。図 
3-2 は、ベトナムにおける電力需要と名目 GDP の関係性を示したものである。 

 
(出典：電力需要は IEA より、名目 GDP は World Bank より。グラフは NRI シンガポール作成) 

図 3-2 電力需要と GDP の関係性 

図 3-3 は、各機関による GDP 成長による予測を示している。2023 年に発表された NEMP (国家

エネルギー基本計画)の GDP 成長予測の時点で、IMF や ADB、世界銀行 (World Bank)よりも強気

の予測が為されていることが分かる。その上、PDP8R では更に強気の予測に変更されている。た

だし、IMF、ADB、世界銀行などの各機関は GDP 成長の予測を 2030 年までしか出していない点に

留意の必要がある。 

 
図 3-3 各機関による GDP 成長の予測 
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外部機関のレポートからの検証については、外部機関が発表しているベトナムの電力需要予測と

PDP8R の記載内容の比較を実施する。 
図 3-4 は、Viet Nam Energy Outlook Report における電力需要の予測である。Viet Nam Energy 

Outlook Report は、EREA がデンマークのエネルギー庁(DEA)と共同で作成している出版物である 7。

最新版は 2024 年 6 月に発表されている。5 つのシナリオに分けてベトナムにおける電力需要の予測

を実施している。各シナリオの意味は下記のとおりである。 
BSL：ベースラインシナリオ(既存の政策や短期計画のみ実施され、その後何の GHG 削減施策も

実行されないシナリオ) 
NZ：ネットゼロシナリオ(コスト最適な方法でネットゼロ目標が達成されるシナリオ) 
NZ＋：ネットゼロシナリオ(バリエーション)(LULUCF によるネガティブエミッションを 達成で

きない代わりに、更なる排出削減によってネットゼロ目標が達成されるシナリオ) 
GT：グリーントランスポート・バリエーションシナリオ(2050 年までに運輸部門のネットゼロが

達成された場合のシナリオ) 
GG：グリーングロース・バリエーションシナリオ(第二次産業ではなく第三次産業主導で経済成

長が進んだ際のシナリオ) 

 
(出典：Viet Nam Energy Outlook Report 2024) 

図 3-4 Viet Nam Energy Outlook Report における電力需要の予測 

(3) 電力需要予測のレビュー結果 
図 3-5 は電力需要予測のレビュー結果を示している。「GDP を活用した回帰分析」における値

は、図 3-3 における GDP 予測値の最小値・最大値を採用した際の電力需要予測結果を示している。

「Viet Nam Energy Outlook による予測」も同様に、図 3-4 における電力需要の予測値の最小値・最

大値を採用している。PDP8R では、GDP 成長率の予測を従来より高位に予測していることが影響

し、2030 年時点での電力需要は高位に予想されているが、その後はネットゼロ目標達成に向け電

力需要そのものが GDP 成長率に比して大幅に低位な成長に留まると予想され、2050 年時点では妥

当な水準の予想に落ち着いていることが分かる。これは、脱炭素化に向けてエネルギー消費量を一

定抑える政策を並行して取ることを前提として PDP8R にて電力需要予測が為されていることの裏

 
7 Viet Nam Energy Outlook Report, Pathways to Net-Zero (2024) | NetZero.VN - Net Zero Viet Nam (2026 年 1 月 6 日閲覧) 

https://netzero.vn/en/download/viet-nam-energy-outlook-report-pathways-to-net-zero-2024/
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付けとなる。逆説的に、エネルギー消費量を抑える政策が適切に取られない場合、PDP8R で想定

している電力構成では電力需要を満たせない可能性がある。 

 
(出典：NRI シンガポール) 

図 3-5 電力需要予測の予測結果 

3.1.3 PDP8R の電源構成に対するレビュー 

(1) PDP8R が想定する電源構成 
2030 年までに PDP8R では石炭の使用を削減し、天然ガス、太陽光発電、風力発電に重点を置く

計画を立てている。加えて、原子力発電の 2030 年から 2035 年頃の稼働が予定されている点も特徴

である。2050 年までには、風力発電と太陽光発電に重点を置きながら、再生可能エネルギーの割

合を大幅に増加させる計画が立てられている。 
図 3-6 は、PDP8R に記載された、設備容量ベースでの電力供給構成割合を示している。2030 年

時点でも、太陽光・風力で 49%を占めており、2050 年時点では約 75%を太陽光・風力で占める計

画となっている。 
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(注：単位は TW。各電源における目標値の平均値を採用している) 
(出典：PDP8R を元に NRI シンガポール作成) 

図 3-6 発電量ベースでの電力供給構成割合 

(2) 電源構成のレビュー手法 
前項で提示した PDP8R の電源構成について、3 つの観点からレビューを実施する。 

(a) CO2排出量削減目標の達成に向けた妥当性の検証手法 
図 3-7 に見られるように、ベトナムにおける CO2 総排出量のうち、電力セクターが全体の約

49%を占めている。電力セクターに占める燃料別排出量を見ると、91%が石炭であり、9%が天然

ガスである。 

 
(出典：IEA より NRI シンガポール作成) 

図 3-7 電力セクターにおける年間 CO2排出量 
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図 3-8 は、PDP8R における電力セクターの年間 CO2排出量目標値を示している。2030 年には、

需要増に伴う火力発電の新設に伴い一時的に排出量は増加予定であるものの、2050 年には 2,700
万 t-CO2 まで削減することを目指している。 

 
(出典：PDP8R より NRI シンガポール作成) 

図 3-8 PDP8R における電力セクターの年間 CO2排出量目標値 

この年間 CO2 排出量目標値が、PDP8R の電源構成で達成可能なのかどうか検討する。 
 

(b) 各電源の目標達成可能性の検証手法 
(a)にて PDP8R の電源構成の妥当性を確認した後、各電源自体の目標達成可能性について、再生

可能エネルギーのポテンシャル賦存量、足元のプロジェクトの導入状況、達成に向けた政策の整

備状況の 3 つの観点から、電源種別に検証する。 
 

(3) 電源構成のレビュー結果 
(a) CO2排出量削減目標の達成に向けた妥当性 
現状の電源構成でこの年間 CO2 排出目標を達成できるのか、簡易に試算した結果が表 3-5 である。表 

3-5 のとおり、現状の電源構成で概ね年間 CO2排出目標は達成可能である。PDP8R で計画される電源構成

を達成することが、排出量目標の達成には不可欠となることが分かる。 
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表 3-5 PDP8R の電源構成から想定される CO2排出量 

 
(注：【CO2排出量概算の前提】 

• 排出量はスコープ１のみを想定(石炭・ガス以外は CO2排出は無いものとする。バイオマスはカーボンニュートラル)と仮

定 
• 石炭・ガス火力の稼働率 (Plant Capacity Factor) はそれぞれ 60%・50%と仮定 
• スコープ１の排出係数として、石炭=864 g-CO2/kWh、ガス (従来) =415 g-CO2/kWh、ガス (コンバインドサイクル) =360 

g-CO2/kWh を用いた。2030 年時点はガス(従来)、2050 年時点ではガス (コンバインドサイクル) と仮定 
• ガス火力の水素混焼は 50%と仮定) 

(出典：NRI シンガポール作成) 

 

 
(b) 各電源の目標達成可能性 
1) 再生可能エネルギーのポテンシャル賦存量 

図 3-9 は、Viet Nam Energy Outlook Report に記載されている、ベトナムの再生可能エネルギー

のポテンシャルを評価したものになっている。 
Hydro、Hydro RoR、Pumped Storage の 3 つを水力発電とすると、最大 65GW の発電ポテンシャ

ルが存在する。これに対し、PDP8R では 2050 年に水力発電の発電容量が 61.3－61.9GW になって

おり、ポテンシャルの範囲内に目標値が収まっている。 
Wind Onshore, Wind Nearshore を陸上風力発電とすると、最大 233GW の発電ポテンシャルが存在

する。これに対し、PDP8R では 2050 年に陸上風力発電の発電容量が 84.7-91.4GW になっており、

ポテンシャルの範囲内に目標値が収まっている。 
Wind Offshore fixed, Wind offshore floating を洋上風力発電とすると、最大 218GW の発電ポテン

シャルが存在する。これに対し、PDP8R では 2050 年に洋上風力発電の発電容量が 113.5-149.1GW
となっており、ポテンシャルの範囲内に目標値が収まっている。 

また、Solar floating, Solar Land, Solar rooftop を太陽光発電とすると、360-495GW の発電ポテン

シャルが存在する。これに対し、PDP8R では 2050 年に太陽光発電の発電容量が 293.1-295.6GW と

なっており、こちらもポテンシャルの範囲内に目標値が収まっている。 
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(出典：Viet Nam Energy Outlook Report 2024) 

図 3-9 Viet Nam Energy Outlook Report における再エネポテンシャル評価 

2) 水力発電における足元のプロジェクトの導入状況と政策の整備状況 
ベトナムでは、豊富な河川や貯水池という地理的な利点から、伝統的に水力発電が主要な電力

源となってきた。しかし近年では、季節的な水不足や環境問題により水力発電の新設が制限され

火力発電への依存が高まってきた歴史がある。その中で、PDP8R にも水力発電に関する記載はあ

るものの、他の再エネに比べ明確な施策提示は薄い状況である。 
表 3-6 に、水力発電に関連する主要な政策を示している。 
 

表 3-6 水力発電に関連する主要な政策 

 
(出典：NRI シンガポール作成) 

図 3-10 は、PDP8R に記載されている、水力発電の稼働目標を示している。PDP8R では、予備

電力容量を増加させるために既存の水力発電施設を拡張し、灌漑用湖や貯水池からの水力発電を

活用する方針が示されている。加えて、水力発電を安定稼働させるため、揚水発電の計画も立ち

上がっている。 
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(出典：PDP8R より NRI シンガポール作成) 

図 3-10 水力発電の稼働目標 

図 3-11 は、地域別の水力発電プロジェクト状況である。北部～中部に偏在しているものの、一

定のプロジェクト新設が見込まれる状況である。北部地域は、大規模・小規模を問わず水力発電

所と揚水式水力発電所の両方で最大の割合を占めている。発電容量が 30 MW から 50 MW 未満の

水力発電所が特に 2030 年までに多数稼働する予定となっている。 

 
(出典：PDP8R より NRI シンガポール作成) 

図 3-11 地域別の水力発電プロジェクト状況 

表  3-7 は、ベトナムの国際的なパートナーシッププログラムである  Just Energy Transition 
Partnership (JETP)に記載されている、水力発電に関する主要なプロジェクトを示している。  
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表 3-7 水力発電に関する主要なプロジェクト 

 
(出典：JETP Plan より NRI シンガポール作成) 
 
3) 風力発電における足元のプロジェクトの導入状況と政策の整備状況 

政策は洋上風力に関連するものが中心に整備されている。洋上風力を最大限活用するため、

PDP8R には、2030 年以降の中部～北部を結ぶ超高電圧直流送電線整備をする旨が記載されている。 
表 3-8 は、風力発電に関連する主要な政策を記載している。 
 

表 3-8 風力発電に関連する主要な政策 

 
(出典：NRI シンガポール作成) 

 

図 3-12 は、PDP8R に記載されている、風力発電の稼働目標を示している。2030 年に向けて陸

上風力発電の開発を引き続き拡大しつつ、2050 年に向けてエネルギー自給率を向上させるために

洋上風力発電の開発に重点を置く方向性が示されている。洋上風力発電プロジェクトは、現在計

画中のプロジェクトの遅延により、当初の PDP8 計画より 5 年遅れて 2030～2035 年の間に稼働す

る予定となっている。 
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(出典：PDP8R より NRI シンガポール作成) 

図 3-12 風力発電の稼働目標 

図 3-13 は、地域別の陸上風力発電プロジェクト新設状況を表している。陸上風力は 2030 年ま

では地域満遍なく、2030 年以降はハイランドや南部中心の整備が見込まれている。 

 
(出典：NRI シンガポール作成) 

図 3-13 地域別の陸上風力発電プロジェクト新設状況 

表 3-9 は、風力発電における主要なプロジェクトを表している。大規模プロジェクトに関して

は、洋上風力関連のプロジェクトが目立つ状況である。  
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表 3-9 風力発電に関する主要なプロジェクト 

 
(出典：JETP より NRI シンガポール作成) 

 
また、民間大手企業による風力発電の新設プロジェクトも進んでいる。表 3-10 は、風力発電に

関する民間主導の主要なプロジェクトを示している。 
 

表 3-10 風力発電に関する民間主導の主要なプロジェクト 

 
(出典：各企業 HP より NRI シンガポール作成) 
 
 
4) 太陽光発電における足元のプロジェクトの導入状況と政策の整備状況 

直近一年で太陽光発電を推進するための政策を相次ぎ発表している。 
表 3-11 は、太陽光発電に関連する主要な政策を記載している。  
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表 3-11 太陽光発電に関連する主要な政策 

 
(出典：NRI シンガポール作成) 

 
特に、PDP8R では、太陽光普及促進のため、直接電力購入契約  (Direct Power Purchase 

Agreement。DPPA)の導入並びに屋根置き太陽光発電システム (Rooftop Solar system。RTS)導入に

対するインセンティブ・義務付け、送配電網の改修・高度化に向けた大規模投資等を実施すると

明記している。特に、PDP8 では送配電網整備への懸念から 2030 年までは太陽光発電設備の新規

設置を抑制する方向性であったが、PDP8R では、蓄電機能の整備を条件に積極的な導入が推奨さ

れている。 
 

表 3-12 PDP8R に明記されている太陽光発電普及に向けた施策方針 

 
(出典：NRI シンガポール作成) 

 



 

3-17 

図 3-14 は、PDP8R に記載されている、太陽光発電の稼働目標を示している。2030 年時点でも

2020 年比約 5.2～8.3 倍程度設置が進む計画になっている。2030 年時点で最大のエネルギー源にな

る見込みとなっている。 

 
(出典：PDP8R より NRI シンガポール作成) 

図 3-14 太陽光発電の稼働目標 

図 3-15 は、地域別の太陽光発電プロジェクト新設状況を表している。ルーフトップソーラーは

2030 年までは北部中心、2030 年以降は南部中心で整備が進む見込みである。他方、集光型太陽光

発電プロジェクトは地域差なく満遍なく整備が進む見込みである。 
 

 
(出典：NRI シンガポール作成) 

図 3-15 地域別の太陽光発電プロジェクト新設状況 
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表 3-13 は、太陽光発電における主要なプロジェクトを表している。 
 

表 3-13 太陽光発電に関する主要なプロジェクト 

 
(出典：JETP より NRI シンガポール作成) 

 
また、民間大手企業による太陽光発電の新設プロジェクトも進んでいる。表 3-14 は、太陽光発

電に関する民間主導の主要なプロジェクトを示している。国内企業に加え、台湾・韓国・中国企

業等による太陽光への投資が進んでいる。 
 

表 3-14 太陽光発電に関する民間主導の主要なプロジェクト 

 
(出典：各企業 HP より NRI シンガポール作成) 
 
5) 石炭・ガス火力発電の脱炭素化における足元のプロジェクトの導入状況と政策の整備状況 

PDP8R では、石炭火力発電の割合を段階的に削減し、2050 年までに燃料を完全にバイオマスとア

ンモニアに転換することを目指している。総発電容量は 30.6～32.7GW で、全体の発電容量の 3.9～
4%を占める見込みである。 

図 3-16 は、PDP8R に記載された石炭火力発電の稼働目標を示している。 
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(出典：PDP8R より NRI シンガポール作成) 

図 3-16 石炭火力発電の稼働目標 

 
図 3-17 は、石炭火力発電プラントの新設状況を記載している。石炭火力発電プラントの新設は

停止しているものの、稼働が当初予定より遅れているプラント(計 6.6GW)や建設中のプラント(計
4.7GW)が存在する。2025～2030 年の間に相次ぎ稼働する予定である。 

 

 
(出典：PDP8R より NRI シンガポール作成) 

図 3-17 石炭火力発電プラントの新設状況 

 
他方、PDP8R では、エネルギー安全保障の観点から、国内ガス火力発電が 2030 年までに国全体

の発電容量の 15.8～18.2%を占めるよう方向性が示されている。これは、エネルギー構成の中で太

陽光発電に次いで 2 番目に大きな割合となる。そのため、2030 年に向けたはガス火力発電の新設

が大幅に進む。ただし、2050 年に向けては、水素との混焼や水素専焼プラントへの転換が検討さ

れている状況である。図 3-18 は、ガス火力発電の稼働目標を示している。 
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(出典：PDP8R より NRI シンガポール作成) 

図 3-18 ガス火力発電の稼働目標 

 
図 3-19 は、 ガス火力発電プラントの新設状況を示している。2025 年まで、ガス火力発電所は

主にベトナム南部で開発される予定。2025 年以降は、国内中部のガス田開発と連携して新しい発

電所が建設され、北部と南部の両地域で複数のLNG火力発電所が計画されている。2031～2035年
の期間には、北部地域の電力供給を目的として新たに 4 つの LNG 発電所が開発される予定である。 

 

 
(出典：PDP8R より NRI シンガポール作成) 

図 3-19 ガス火力発電プラントの新設状況 

 
脱炭素化の方向性として、PDP8R では水素・アンモニア・バイオマスへの燃料転換と CCS の活

用が併記されている。特に水素・アンモニアに関連した方針は国家エネルギーマスタープランに

おいて全体像が示されており、さらに電力セクターに関しては PDP8R にてガス・石炭火力の置換

燃料としての計画が示されている。NEMP(国家エネルギー基本計画)では、水素・アンモニア領域

に関して、下記のように言及している。 
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• 目標：国内需要と輸出に応える新たなエネルギーの開発を目標に、 水素の生産量は 2030 年

までに年間約 10 万～20 万トン、2050 年までに年間約 1,000 万～2,000 万トンになると予想し

ている。 
• 石油ガス産業：水素製造、再エネに関する研究：石油化学、化学、肥料工場との統合。燃料

電池の燃料としての使用。下流の水素バリューチェーンの完成を目指す。 
• 新・再エネ分野：新エネルギーとして水素、アンモニア、水素由来燃料を想定。国内需要と

輸出に応える新エネルギー生産のための再エネ開発へ注力する。 
 発電用の再エネ：合理的な電力料金とシステムの安定性を考慮したクリーンエネル

ギー(水素、アンモニア)の開発を継続的に推進する。 
 他産業向け再エネ：エネルギー転換を促進し、経済の段階的な脱炭素化に貢献するた

めに、発電、輸送(道路、鉄道、水路、航空)、産業(鉄鋼、化学、石油精製、その他の

産業など)、民間および商業ビルで使用されるバイオ燃料、水素、アンモニア、水素か

ら生成される合成燃料などの再生可能エネルギー形態の開発。水素燃料および水素由

来燃料の製造と使用に関する技術ロードマップを策定する。 
• 科学技術開発：原子力、海洋波力、地熱、グリーン水素、グリーンアンモニアなどの新しい

エネルギーの研究を推進する。他の新しい形態のエネルギーに関する戦略を開発する。 
 
NEMP(国家エネルギー基本計画)を受けて、PDP8R では、発電分野における水素、グリーンアンモニア

を含む新エネルギーの活用を明記している。水素はガス火力発電の置換燃料として想定され、2050 年を

目標に国内ガス発電の約半数と、輸入 LNG 火力発電の段階的な水素への切り替えを予定している。ただ

し、2030 年時点での水素利用は想定していない。また、ガス火力の燃料に加え、電力輸出の観点から水

素、グリーンアンモニアの生産についても言及している。概要は下記のとおりである。 
 

• 電源開発の方向性：合理的な電気料金でシステムの安全性を確保できる再生可能エネルギー

源(水力、陸上および洋上風力、太陽光、バイオマスなど)、新エネルギー(水素、グリーンア

ンモニアなど)、特に自家生産・自家消費電源、屋上太陽光発電の開発を継続的に推進。 
• 石炭火力発電：新規案件は 2030 年迄で既に計画又は建設中の案件のみ継続。20 年以上運転

している発電所のバイオマス又はアンモニア燃料への転換(コストが見合う時期)。燃料転換

が不可能な場合、40 年以上運転している発電所の廃止。 
• ガス火力発電：国内産ガスを最大限活用した発電を優先。国内のガス生産量が減少した場合

は、天然ガスや LNG の輸入で補填。最新技術を活用し、適切な規模の LNG および LNG 輸

入インフラを開発。技術が商業化され、コストが適切になったら、水素燃料への移行ロード

マップを実行。 
 国内ガス火力発電：2030 年までに、国内のガス火力発電所の総容量は 10,861-

14,930MW に達する。2050 年までに、約 7,900MWが引き続き国内ガスを使用するか輸

入 LNG に切り替え。7,030MW が完全に水素へ切り替わる予定。 
 輸入 LNG火力発電：2030 年までに、LNG電源の総容量は 22,524MW に達する。 2050

年までに、LNG プラントは段階的に水素に切り替わり、水素混焼を行う発電所は

18,200-26,123MW、完全に水素に置換される発電所は 8,576-11,325MW、CCS を導入す

る発電所は 1,887-2,269MW。 
• 電力の輸出入：エネルギー安全保障の確保と高い経済効率の実現を前提として、輸出用再生

可能エネルギー源の開発、新エネルギー(水素、グリーンアンモニアなど)の生産を優先 
• 太陽光発電プロジェクト：Nhi Ha 5 (160MW)および Thuan Nam 1 (140MW)は水素製造設備

を含むプロジェクトとして記載。2031-2035 年に運転開始する計画。 
 

水素に関しては国家水素開発戦略が発表されており、アンモニアについても水素派生燃料とし

て同戦略内で位置づけられている。 
2024 年 2 月に発表された国家水素開発戦略では、再エネを基盤とした先進的な水素エネルギー

エコシステムの構築並びに、エネルギー安全保障および国の気候変動・グリーン成長・2050 年の
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ネットゼロの目標達成への寄与を目的とし、2030年までの中期計画と 2050年に向けたビジョンを

提示している。水素開発の視点は大きく下記 5 つである。 
 

i. 国家のエネルギー開発戦略との整合性を確保しつつ、世界のエネルギートランジションの

文脈と状況に適応する柔軟性を持った水素エネルギー開発。 
ii. 製造、貯蔵、輸送、流通、利用を含むバリューチェーンに沿って水素エネルギーを開発し、

エネルギー安全保障の確保と温室効果ガスの排出削減に貢献し、グリーン経済、循環型経

済、水素経済の発展を促進。 
iii. エネルギートランジションロードマップと連動し、世界の技術開発の動向(特に再生可能エ

ネルギーを用いてグリーン水素を生産する技術)との連携と、合理的なロードマップに基づ

いて水素エネルギーを開発。エネルギー安全保障、国防安全保障、環境保護、生態学の確

保を基盤として、国内および輸出のニーズに応える水素エネルギーを製造するために、国

の資源を経済的、効果的、かつ持続的に活用。 
iv. 温室効果ガスの排出を削減するために、あらゆる分野で水素エネルギーの利用を促進。発

電、運輸、産業など、温室効果ガスの排出量が多い分野での水素エネルギーの利用を促進

するための適切な政策とインセンティブメカニズムの開発に重点を置く。 
v. 水素エネルギーエコシステムの開発における経験と知識を共有するための国際協力を強化。

ベトナムにおける水素エネルギー開発を促進するため、国際社会の支援を効果的に活用 
 

同戦略において、図 3-20 に示すように、水素開発戦略のロードマップを策定している。2030 年

に向けて技術の取り込みや研究・開発・実証などの初期的な取り組みを進め、その後、2050 年に水

素製造・供給・利用のエコシステム構築を目指すような流れで策定されている。また、グリーン水

素に加えて CCS/CCUS を活用したブルー水素の利用も想定されている点が特徴である。 
 

 
(出典：Vietnam’s Hydrogen Energy Development Strategy till 2030, vision till 2050 より NRI シンガポール作成) 

図 3-20 ベトナムの国家水素開発戦略ロードマップ 

ただし、現時点で、水素の製造に関連するプロジェクトについては計画があるものの、発電利用

に関する具体計画やインセンティブ施策は存在していない。NEMP(国家エネルギー基本計画)に記載

される地域別の水素製造目標を表 3-15 にまとめている。  
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表 3-15 NEMP に記載される地域別の水素製造目標 

 
(出典：NEMP より NRI シンガポール作成) 

 
JETP には、グリーン水素の製造や利用に関するプロジェクト計画が記載されているものの、多

くはない。 
 

表 3-16 JETP に記載される水素・アンモニアプロジェクト 

 
(出典：JETP より NRI シンガポール作成) 

 
他方、バイオマスプラントに関しては、新設プラントの計画が立ち上がっている。図 3-21 はバ

イオマス発電プラントの新設計画を示している。2030年までに約1.5GW、2030-2035年に約1.3GW
分のプラントが新設予定である。 
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(出典：PDP8R より NRI シンガポール作成) 

図 3-21 バイオマス発電プラントの新設状況 

 
PDP8R では、2050 年までにバイオマス／アンモニアが石炭に完全代替することを目標に掲げて

いる。特に、20 年以上稼働している石炭火力発電所から燃料転換を実施していくことを想定して

いる。PDP8R に記載されているバイオマス発電計画は下記のとおりである。 
 
• バイオマス発電、廃棄物・固形廃棄物発電による農林副産物の利用、木材加工・再生利用、バイ

オマス発電の開発に重点を置く。 
 2030 年までにバイオマス発電の総容量は約 1,523 -2,699 MW 
 2050 年までにバイオマス発電の総容量は約 4,829 -6,960 MW 

• また、バイオマスの利用拡大に伴う石炭転換の方向性を下記に定める 
 運転開始から 20 年を経過した石炭火力発電所は、費用対効果が見合わない場合にはそ

の限りではないものの、燃料からバイオマス/アンモニアへの転換を計画している。 
 2050 年までにバイオマス/アンモニアによる発電が石炭から完全に置き換わり、総容

量は 25,798 MW となる。 
 

表 3-17 に見られるように、JETP に記載のあるプロジェクトは石炭火力の転換計画が中心であ

る。  
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表 3-17 JETP に記載されるバイオマスプロジェクト 

 
(出典：JETP より NRI シンガポール作成) 

 
他方、民間企業によるバイオマス発電プロジェクトを見ると、コメのもみ殻や木質ペレットを

原料としたサプライチェーン構築＆バイオマス専焼プラントへの投資が目立つ。 
 

表 3-18 企業による主要なバイオマス発電プロジェクト 

 
(出典：NRI シンガポール作成) 

 
CCUS に焦点を置いたポリシーはないが、NEMP(国家エネルギー基本計画)や水素戦略の中で、

CCUS の活用について言及されている。NEMP(国家エネルギー基本計画)では、電気分解などの炭

素回収プロセスによる水素製造の規模拡大や、工業生産設備や発電所における炭素回収・利用・

貯留ソリューションの適用を促進し、2040 年までに約 100 万トンの回収能力を達成し、2050 年ま

でに 300 万～600 万トンを目指すと記載されている。 
表 3-19 は、ベトナムの CCUS に関連する取組をまとめている。ベトナムでは CCUS に関する具

体的なプロジェクトは見られず、同技術のフィージビリティを検討している段階である。  
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表 3-19 ベトナムにおける CCUS 関連の取組 

 
(出典：JETP や公開情報より NRI シンガポール作成) 
 
6) 原子力発電における足元のプロジェクトの導入状況と政策の整備状況 

原子力発電に関しては、具体的な導入に向けた政策は現時点で存在していないが、PDP8R によ

ると、2030 年から 2035 年の間に、Ninh Thuan 原子力発電所 1 号機と 2 号機が稼働を開始する予定

で、総発電容量は 4,000～6,400MW に達する見込みである。2050 年までにはさらに 8GW の原子力

発電が追加される予定である。 
 

 
(出典：PDP8R より NRI シンガポール作成) 

図 3-22 原子力発電の稼働目標 

 

3.1.4 電力系統計画のレビュー 

図 3-6 に示した電源構成は、脱炭素目標達成のために重要である反面、不安定電源の比率が高い

ため、電力系統の増強が電源構成達成のためには不可欠となる。その中で、ベトナムは PDP8R で、
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電力系統増強に向けた計画を発表している。計画によると、2030 年までに、北部、中南部、南部な

どの高い潜在力を持つ地域で、2 つの地域間再生可能エネルギー産業・サービスセンターの開発が

検討される予定である。また、2030 年以降には高電圧直流 (HVDC)変電所が開発され、2035 年以降

には高電圧交流 (HVAC)が開発される予定である。送電網への投資額は、2026～2030 年の期間で約

181 億ドル、2031～2035 年の期間で約 159 億ドル、2036～2050 年の期間で約 279 億ドルと見込まれ

ている。 
 

表 3-20 PDP8R に記載されている電力系統増強計画 

 
(出典：PDP8R より NRI シンガポール作成) 
 
また、ベトナムでは 2012 年にスマートグリッド開発のロードマップが発表され、グリッドの強化

を進めてきた。2012 年 8 月に発表された Approving the Scheme on Development of Intelligent Power Grid 
in Vietnam (No. 1670/QD-TTg)は、スマートグリッド開発に向けた最初のロードマップであり、先端

技術を用いたスマートグリッドの開発を通じ、電力品質、信頼性、需要管理、省エネ・高効率、生

産性向上、エネルギー源の最適化、エネルギー安全保障、環境保護を目的としたものである。ロー

ドマップの概要は下記のとおりである。 
• Phase 1 (2012-2016): 基本となる規制の開発と電力システムの効率向上に焦点 
• Phase 2 (2017-2022): 送電網の自動化と大型顧客のスマートメータ化に焦点 
• Phase 3 (2023-)    : 配電網の自動化と全ての顧客のスマートメータ化に焦点 

そして、2016 年 11 月には、Comprehensive Smart Grid Development Plan  (No. 4602/QD-BCT)が発表

されている。これは、電力システムの運用・効率の向上のための計画の実施・実現と 2012 年に発表

されたロードマップ達成に寄与することを目的とした。電力インフラの近代化と、生産性、電力・

発電サービスの品質、生産・業務効率を向上させ、電力システムの継続的な運用、安定性、安全性、

信頼性の確保について明記している。具体的には、下記のような内容が記載されている。 
• VRE システムの強化: 

NLDC、RLDC、電力公社、一部の配電会社向けの SCADA システムの完成 
10 MW 以上の発電所、500 と 220、110kV の変電所の SCADA 接続 
SCADA における EMS と DMS 機能の制御レベルでの運用 

• 電力グリッドの遠隔管理: 
220kV 変電所の 60%、全ての 110kV 変電所を無人又は少人数運転へ切り替え 

• 電力メータ・遠隔データ取得システムの導入 
電力需要家の約 50%へ電子式電力メータおよび遠隔データ取得システムを導入 
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2023 年 9 月には、Draft Scheme for Developing Smart Grid in Vietnam for the period of 2023-2030, with 
a vision to 2045 (No. 6068/TTr-BCT)が発表されている。これは、2030 年、2045 年までのスマートグ

リッドの開発ロードマップのドラフトである。具体的な内容は下記のとおりである。 
• 2030 年までの目標 

- 電力システム全体での電力損失を 6%以下に低減 
- 110kV、220kV 変電所を全て自動化・遠隔管理 
- グリッド管理ユニット(送電と配電)の 10%を対象に、地理情報システム (GIS) を開発し、

地理マップ上におけるグリッド管理を目指す 
- 国家電力システム制御センターの SCADA/EMS システムフェーズ４の構築を完了し、電力

システムと電力市場の制御と運用要件を満たし、大規模な再生可能エネルギー源の統合を

可能とする 
- NLDS、RLDS、配電会社における分散電源管理システムの構築 
- 送配電網の監視・制御を行う制御センターの運用を完成 
- 特定の需要家に対する AMI (Advanced metering infrastructure) システムの段階的導入 
- デジタルプラットフォーム上に顧客サポート体制を構築。電力サービスに対するリクエス

トの 95%をデジタルプラットフォームを通じて行う 
- 蓄電池システムを持つマイクログリッド、電気自動車の充電ステーションの研究と導入。

また、ユーザレベルで需給バランスを行うための小規模エネルギー貯蔵システムの研究 
- 国際基準に準拠したスマートグリッド指標の活用 
- 労働生産性と電力供給の信頼性に関する目標の達成(開発フェーズで承認される目標値) 
- 監視、予測、評価、サービス、セキュリティなどへの段階的な AI、ビッグデータ、IoT の

導入 
- 現行規制に従い、電力システムの安全性と情報セキュリティを確保するためのソリュー

ションの導入 
• 2045 年までの目標と方向性 

- 2030 年までの目標に関する取組の継続・拡大 
 
これらの政策によって、2012年から 2022年まで、グリッドの品質を示す電力損失や信頼性指標は

大きく改善されている。 
 

 
(出典：Energy Transition Partnership Report, MOIT Annual report より NRI シンガポール作成) 

図 3-23 ベトナムにおける電力損失・信頼性の推移 

実際に、スマートグリッドの導入状況を評価する SGI では、東南アジアにおいてベトナムはシン

ガポールに次ぐポジションにある。EVN HCMC の評価を見ると日本の電力会社とも同等のパフォー

マンスを示していることが分かる。  
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表 3-21 東南アジア主要国および日本の Smart Grid Index(SGI) 

 
(注：※ Smart Grid Index は世界の約 40 カ国/90 社をベンチマーク (2024 年は 36 カ国,92 社) 
(出典：SP Group – Smart Grid Index (SGI)より NRI シンガポール作成) 

3.2 課題の特定と目標設定 

3.2.1 電力供給構成を達成するための課題整理 

電力供給構成を達成するための現状は表 3-22 に整理されている。 
再生エネルギーに関して、太陽光発電に関しては、普及・拡大期であるものの、現状計画されて

いるプロジェクトだけでは電源構成目標を達成することが難しい。そのため、更なるインセンティ

ブ施策の整備が望まれるところである。加えて、系統増強に向けた施策も検討が必要である。風力

発電も同様に、計画値と目標値に差がある状況であり、特に系統増強に向けた施策に加え、低コス

ト化に向けた検討深化が必要と考えられる。水力発電は季節的な水不足や環境問題が存在し、気候

変動の影響で想定とおりの発電ができない可能性が存在するため、水力発電頼みになる電源構成か

らの脱却を目指している状況にある。 
他方、石炭・ガス火力発電の脱炭素化に関連する取り組みは、全体ロードマップが作成されてい

るものの、具体的な実証計画やアクションプランは不存在であり、検討深化が必要である。 
いずれにしても、現状計画のままで PDP8R に想定されている電源量を達成できる電源は存在する

見込みが薄いことが分かる。  
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表 3-22 電力供給構成達成に向けた現状 

 
(出典：NRI シンガポール作成) 
 
上記状況の中で、特にどの電源の課題に優先的に取り組むべきか、重要課題の特定を表 3-23 に従

い実施している。脱炭素化へのインパクトが大きく、技術・政策共に未整備である石炭・ガス火力

の混焼化検討が最重要であると考える。また、太陽光・風力は不安定電源であり、系統安定化に向

けた更なる政策検討が必要である。加えて、洋上風力は導入に向け、低コスト化・エンジニア人材

育成・プロジェクト選定プロセスの明確化等の課題があり、優先検討が必要である。 
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表 3-23 重要課題の特定 

 
(出典：NRI シンガポール作成) 

 

3.2.2 MP の目標設定 

3.2.1 に整理した 3 つの課題のうち、特にEVN 側の意向が高い、石炭・ガス火力発電の脱炭素化に

特化して、今回は MP を策定する。3.3 に記載の通り、水素・アンモニア・バイオマスについて燃料

サプライチェーンの検討、さらに、CCS 適用の実現可能性・ポテンシャル評価を実施し、これらの

脱炭素・低炭素化技術をベトナム国内の火力発電所で適用した場合の検討を 3 プラントにて実施し

ている。 
ただし、不安定電源拡大に応じた系統の整備は、脱炭素化のインパクトが大きい太陽光・風力発

電の双方に関連し、かつ、重要度が高い課題であるため、当該課題の解決のために必要なマクロ分

析を併せて実施する。ただし、個別エリアの事象などミクロな分析は実施しない。また、洋上風力

推進に向けて必要な政策整備に関する検討は、検討リソース制約の関係で、本検討においては実施

しない。実施内容は 3.3 に整理した。  
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(出典：NRI シンガポール作成) 

図 3-24 重要課題の検討優先順位評価 

 
なお、今回策定する MP は、下記 3 点における活用を想定して策定した。 

① PDP8R をはじめとした、ベトナムの電源開発計画全体のリバイズ時の参照資料として MOIT や

その傘下のシンクタンクである IE が活用すること 
② EVN 並びにその傘下の発電所が今後作成する脱炭素ロードマップへの参照資料として活用する

こと 
③ EVN がベトナム政府に政策提言する際の基礎資料として活用すること 
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3.3 打ち手の案とその評価①(火力発電の脱炭素・低炭素化に向けた詳細分析) 

 

3.3.1 火力発電所の脱炭素・低炭素化の分析の概観 

近年、火力発電所の脱炭素・低炭素化について複数の手法が提案されている。 
3.3 では、水素・アンモニア・バイオマスの混焼用燃料サプライチェーンの検討として、クリーン

燃料のサプライチェーンに関わる技術、世界の導入・計画、導入にかかるコストや工程、日本企業

の優位性などについて調査、整理した。 
さらに、CCS 適用の可能性・ポテンシャル評価として、CCS に関わる技術、導入にかかるコスト

や工程、日本企業の優位性などについて調査、整理した。 
 
 

3.3.2 水素・アンモニア・バイオマスの混焼用燃料サプライチェーンの検討 

(1) クリーン燃料全般 
クリーン燃料の定義およびクリーン水素の製造方法 

水素やアンモニア等の代替燃料は製造手法に基づき、色分けをして区別している。燃料製造の過

程で CO2 を排出しないブルー水素(アンモニア)およびグリーン水素(アンモニア)をクリーン燃料と呼

ぶ。 
ブルー水素は石炭、天然ガスから水素を抽出する際に CCS を組み合わせた製造方法により得られ

た水素を指す。グリーン水素は再エネ電力を用いた水電解によって製造された水素である。 
ブルー(グリーン)水素と窒素の合成によりアンモニアを製造する場合、これらをブルー(グリーン)

アンモニアと呼んでいる。 
 

 
(出典: NKES) 

図 3-25 クリーン燃料の種類 
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表 3-24 クリーン燃料の特徴と製造方法 

 
(出典: NKES) 

 

 
(出典: HORIBA「水素測定・水素製造評価」) 

図 3-26 ブルー水素の製造方法のイメージ 

 
(a) 水素等サプライチェーンの概要 

水素等の利用においては、製造・輸送・貯蔵、利用のサプライチェーンを考慮し、安定的に運転

できるようにする。 
製造では、水の電気分解、改質により製造する、もしくは副生成物として水素が得られる。 
輸送・貯蔵では、水素キャリアの種類、現地の需要量、陸上・海上に応じた運搬・貯蔵を行う。

利用では発電、原料、熱などの産業プロセスで使用される。 
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(出典: 経済産業省水素・アンモニア政策小委員会) 

図 3-27 水素等サプライチェーンの全体像 

 
(b) アンモニアの製造 

アンモニアの製造手法として、ハーバー・ボッシュ法が知られている。鉄を主体とした触媒上で

水素と窒素を直接反応させ、アンモニアを生産する方法である。反応式は以下で示される。 
① 水蒸気改質：CH4+2H2O→CO2+4H2 
② ハーバー・ボッシュ法：N2+3H2→2NH3 

原料となる水素は、水蒸気改質によって天然ガスから水素を取り出し、アンモニアを生産するこ

とが一般的である。原料となる窒素は、空気中から窒素を分離して取り出し、アンモニア製造に投

入するのが一般的である。 
図 3-25 に示すように、ブルーアンモニアを製造する場合、”水蒸気改質”で発生する二酸化炭素を

専用の回収設備で回収し、大気への二酸化炭素の排出を無くしたうえで、水素と窒素を合成する。

グリーンアンモニアについては、”水蒸気改質”ではなく、再生可能エネルギー発電設備で得られた

電力で水電解を行い、水素を製造、それら水素と窒素を合成して製造する。 
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(出典: 丸紅株式会社 プレスリリース 「2025 年 6 月 3 日 中国・内モンゴル自治区で製造するグリーンアンモニアの長期引取契約

締結について」) 

図 3-28 グリーンアンモニア製造プラント事例 

 

 
(出典: 東洋エンジニアリング株式会社 会社 HP ソリューション紹介) 

図 3-29 アンモニア製造プロセスのフロー図 

 
(c) 水素キャリアの特徴 

表 3-25 に示すように、現時点では 4 つの水素キャリア(水素自体の状態変化含む)がある。 
火力発電所向け脱炭素燃料のうち、大量輸送する方法として、エネルギー密度が高く運搬効率に

優れた液化水素やアンモニアといったキャリアが有利である。洋上は船舶で輸送されるが、既存船

を流用できるもの、新しく専用船の開発が必要なものがある。 
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表 3-25 水素キャリアの比較 

 
(出典: 経済産業省公表資料(水素を取り巻く国内外情勢と水素政策の現状について、2024 年 9 月 6 日)等に基づき、NKES 作成) 

 
(d) 水素貯蔵技術の特徴 

4 つの水素キャリアの貯蔵形態を分類すると、表 3-26 のような特徴がある。火力発電所のような

大量に燃料を消費する設備においては、液化水素や液化アンモニアといったエネルギー密度が高い

貯蔵形態が望ましい。アンモニアの場合は直接利用だけでなく、改質して水素を取り出すことも可

能である。燃料需要地での需要形態に応じて、水素キャリアとその貯蔵方法を検討する必要がある。 
 

表 3-26 水素貯蔵技術の比較 

 
(出典: NKES 作成) 

 
(e) 水素キャリアの輸送 (船舶) 

日系企業の水素キャリア船舶開発状況を表 3-27 に示す。また水素キャリア船舶のイメージを図 
3-30 に示す。 
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表 3-27 日系企業の水素キャリア船舶開発状況 

 
(出典: 各企業プレスリリース等に基づき、NKES 作成) 

 
川崎重工業 
液化水素輸送船 

川崎重工業 
GAS GARNET LPG/NH3 

 
 

日本郵船 
アンモニア燃料アンモニア運搬船 

商船三井他 
アンモニア燃料アンモニア運搬船 

  
千代田化工建設 
MCH 運搬船「CRANE URANUS 号」 

 

 

 

(出典: 各企業プレスリリース等に基づき、NKES 作成) 

図 3-30 水素キャリア船舶のイメージ 

 
(f) 世界的な水素等サプライチェーンの概況 

図 3-31～図 3-33 に示すように、世界でクリーン水素製造プロジェクトが多数計画されている

が、計画初期段階のプロジェクトも多く、全て実現するかどうかは不確実性がある。地域別にみ

ると、欧州、豪州、中南米での製造量が多い。米国ではブルー水素製造プロジェクトが多いのが

特徴である。海外からのクリーン水素輸入を考える場合、地理的に近い方が輸送コストの観点か

ら望ましいが、現状では東南アジアではクリーン水素製造 PJ 数および製造量ともに少ない。ク

リーン水素の輸送キャリアとして、アンモニア形態での輸送が多数を占める見込みである。 
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注) 
: APS = Announced Pledges Scenario, NZE = Net Zero Emissions by 2050 Scenario, FID = Final Investment Decision) 
(出典: IEA, Global Hydrogen Review 2024) 

図 3-31 公表済みのクリーン水素製造プロジェクト 

 

 
(出典: IEA, Global Hydrogen Review 2024) 

図 3-32 製造方法別および地域別のクリーン水素製造量 (2030) 
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(出典: IEA, Global Hydrogen Review 2024) 

図 3-33 プロジェクト状況別およびキャリア別のクリーン水素取引量 

 
国外からのクリーン水素輸入を考える場合、世界的な動向を視野に入れつつ、近隣諸国の動向

に注目する必要がある。後述のとおり、ベトナムにおいては、高い水素製造ポテンシャルを有す

るオーストラリア等からの輸入が考えられる。 
表 3-28 に示すように、PDP8R で示されている火力発電所の水素必要量は、アンモニア必要量

の水素換算分も考慮すると、13.7 Mt-H2/year(2050 年時点)と想定される。これは、図 3-34 に示す

ように、IEA が公表している 2040 年水素輸入量の約半分を占める。 
なお、表 3-29 が示すクリーン燃料の製造手法に基づくと、ベトナム国内には炭田およびガス田

が存在し、原料となる石炭もしくは天然ガスを調達できること、また 3.1 で PDP8R を分析したと

おり、ベトナム国内に大量の再エネ設備を今後導入する計画があるため、ブルー水素、アンモニ

アおよびグリーン水素、アンモニア共に製造自体は可能である。グリーン水素に関しては、後述

のとおり、ベトナムでは国家水素戦略において、2050 年までに 10～20 Mt-H2/year という高い生産

目標を掲げている。 
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表 3-28 2050 年時点でのベトナム国内火力発電所における水素需要量の試算 

 
前提条件:  

• 石炭火力(Thermal Power Using Biomass/Ammonia)は全てアンモニア専焼するものと仮定した。 
• ガス火力および石炭火力の設備利用率 (Plant Capacity Factor) ：50%、60% 
• 水素混焼/専焼火力の発電効率(HHV ベース)    ：54.9% 
• ガス火力の水素混焼率        ：50% 
• アンモニアから水素への変換係数      ：0.178 
• 水素発熱量(HHV)         ：12.79 MJ/Nm3 
• アンモニア発熱量(HHV)         ：17.3 MJ/Nm3 

(出典: PDP8R を基に NKES 作成) 
 

 
(出典: IEA, Global Hydrogen Review 2024) 

図 3-34 クリーン水素の輸出国、輸入国予測 
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表 3-29 クリーン燃料の原料と必要設備 

 
(出典: NKES 作成) 

 
(2) 水素利活用 
(a) 世界各国の概況 
東南アジア諸国以外に、環太平洋および中東地域における水素輸出ポテンシャルがある国につい

て表 3-30 に整理した。また、東南アジア諸国およびベトナムへの水素輸出があり得るオーストラリ

アおよび中東諸国の動向を以降にまとめる。 
 

表 3-30 東南アジア、環太平洋、中東諸国における水素の戦略状況 

 
(出典: NKES 作成) 

 
(b) オーストラリアの概況 
オーストラリアでは、2030 年までに年間 20 万トンの水素輸出を基本目標とし、年間 120 万トンま

で拡張可能なポテンシャルを確立する戦略を有する。輸出先は日本、韓国などの東アジア、東南ア

ジアではシンガポール、欧州ではドイツなどが想定されている。水素製造・貯蔵・輸出を一体化し

た「水素ハブ」を国内 9 カ所へ設置を予定している。水素の国内需要先として発電以外の産業用途

においても、多岐に渡る利活用を想定している。 
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(出典: National Hydrogen Strategy 2024) 

図 3-35 オーストラリア国内における再エネ水素製造ポテンシャル 

 

 
(出典: National Hydrogen Strategy 2024) 

図 3-36 オーストラリア国内における水素ハブ 

 

 
(出典: National Hydrogen Strategy 2024) 

図 3-37 オーストラリアの国内需要量と輸出量の予想 
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(出典: National Hydrogen Strategy 2024) 

図 3-38 オーストラリア国内における水素需要先 

 
(c) 中東諸国全体およびサウジアラビアの概況 
化石燃料資源を豊富に有する中東諸国は将来を見据え、カーボンニュートラルに向けた生き残り

戦略として水素等の利活用戦略を策定している。 
中東諸国でも水素製造のみの国、水素とアンモニア製造を掲げる国の 2 つに分類できる。サウジ

アラビアは後者であり、「ブルー水素・アンモニアプロジェクト」として、水素・アンモニアの両

者の輸出を目指している。サプライチェーン構築のための実証事業として、日本への 40 万トンのブ

ルーアンモニアの輸出を試みている。 
 

 
(出典: JETRO「中東・北アフリカにおける水素プロジェクトの動向 2024」より) 

図 3-39 2030 年までの中東諸国の水素生産量の見通し 
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(出典: Saudi Aramco) 

図 3-40 サウジアラビア ブルーアンモニアサプライチェーン実証試験概要 

 
(d) 東南アジア諸国の概況 

東南アジア諸国の水素戦略概況を表 3-31～表 3-32 および図 3-41～図 3-44 に示す。 
 

表 3-31 東南アジア諸国の水素戦略概要(1) 

 
(出典: 各国水素戦略等に基づき NKES 作成) 
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表 3-32 東南アジア諸国の水素戦略概要(2) 

 
*1 千代田化工、三菱商事、三井物産、日本郵船の４社が設立した次世代水素エネルギーチェーン技術研究組合(AHEAD)が実施し

た、水素の国際的なサプライチェーンの構築する実証事業 
(出典: 各国水素戦略等に基づき NKES 作成) 

 

 
(出典: Hydrogen Economy & Technology Roadmap 2023) 

図 3-41 マレーシアが構想する水素等サプライチェーン 
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(出典: Thailand Hydrogen Strategy & Roadmap (2024)) 

図 3-42 タイの水素利活用ロードマップ 

 

 
(出典: Hidrogen Dan Amonia Nasional (2024)) 

図 3-43 インドネシアの水素生産量と国内需要量予測 

 



 

3-48 

 
(出典: Philippine Energy Plan 2023-2050 Volume2 (2023)) 

図 3-44 フィリピンの水素利活用ロードマップ 
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(3) アンモニア利活用戦略 
(a) 東南アジア諸国の概況 

東南アジア諸国のアンモニア戦略概要を表 3-33 に示す。 
 

表 3-33 東南アジア諸国のアンモニア戦略概要 

 
(出典: 各国水素戦略、アンモニア戦略等に基づき NKES 作成) 

 
(b) 東南アジア諸国のアンモニアプロジェクト 
東南アジア諸国のアンモニア関連プロジェクトを表 3-34 に示す。 
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表 3-34 東南アジア諸国のアンモニア関連プロジェクト 

 
(出典: 各国政府および企業公表情報に基づき NKES 作成) 
 

 
(4) クリーン燃料利用 
(a) 水素等の火力発電利用に向けた開発動向まとめ 
火力発電設備企業各社の水素対応型開発動向まとめを図 3-45 に示す。 
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*1 Gas Turbine の略, *2 Gas Engine の略 
(出典: 各企業の公表情報に基づき NKES 作成) 

図 3-45 火力発電設備企業各社の水素対応型開発動向まとめ 

 
(b) 各企業の水素対応型開発ロードマップ等 
三菱重工業の水素ガスタービン開発ロードマップを図 3-46 に示す。三菱重工業は既存の発電事業

用ガスタービンをベースに、水素ガスタービンへの転用に向けて開発を行っている。さらに三菱重

工業は既に水素 30%混焼技術(体積比)は確立しており、2045 年に水素専焼の商用プラント化を目標

に開発を進めている。なお、水素利活用の黎明期であることから、三菱重工業はガスタービン等の

価格を設定できていない。 
 

  
(出典: 三菱重工業 GTCC 事業説明会 2025 年 10 月) 

図 3-46 (三菱重工業) 水素関連設備開発ロードマップ 

 
川崎重工業の水素ガスタービン/ガスエンジン開発ロードマップを図 3-47 に示す。川崎重工業は

既に小型ガスタービン(PUC17MMX)において水素混焼機を商用化、販売している。同型式は専焼運

転も可能である。なお、水素利活用の黎明期であることから、川崎重工業はガスタービン等の価格

を設定できていない。 
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(出典: 川崎重工業) 

図 3-47 (川崎重工業) 水素ガスタービン/ガスエンジン開発ロードマップ 

 
次に大型ガスタービン分野において、三菱重工業との競合先である海外メーカーのSiemens Energy

および GE Vernova の開発動向を示す。両者共に水素混焼、専焼ガスタービン開発を進めており、開

発進捗次第では今後の大型水素ガスタービン市場での三菱重工業のプレゼンスへ大きく影響するこ

とが考えられる。 
 
Siemens Energy の水素ガスタービン開発目標を図 3-48 に示す。Siemens Energy は、既存機種の水

素対応型に関して、以下のような開発状況と目標を公表している。 
• 2020 年 4 月時点で水素 30%混焼(体積比)を達成し、SGT5-2000E～9000HL(200～600 MW)にお

いては既に商用段階にある。2023 年 10 月に 100％グリーン水素による実証運転を開始した。 
• 2030 年までに 600 MW 水素専焼ガスタービンの開発完了を目標としている。 
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(出典: Siemens Energy「Hydrogen power with Siemens gas turbines “Reliable carbon-free power with flexibility”」(2020)) 

図 3-48 (Siemens Energy) 水素ガスタービン開発目標 

 
GE Vernova の水素ガスタービン開発目標を図 3-49 に示す。GE Vernova は同社の最大発電容量を

有する HA-class (290～570 MW)での水素専焼技術確立に向け、自社開発した DLN 2.6e (Dry Low NOx)
燃焼システムの改良を進めている。 

 

 
(出典: GE Vernova) 

図 3-49 (GE Vernova) 水素ガスタービン開発目標 
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(c) 各企業のアンモニア対応型開発ロードマップ等 
三菱重工業は中小型ガスタービン(H-25シリーズ)をベースとしたアンモニア 100％専焼燃焼器の開

発を進行中で、2025 年度以降の実機運転・商用化に向けて燃焼器の開発と実証試験を進めている。

2024 年にアンモニア直接燃焼 GTCC の開発は完了しており、実圧燃焼試験設備にて実機圧力相当の

燃焼試験を実施中にある。 
また、同社は石炭火力において、混焼率 20% (熱量比)のアンモニア混焼技術を開発しており、

2030 年代前半の商用化を目指しアンモニア専焼バーナの実証を実施している。並行して、混焼率

50%以上(熱量比)の開発が進められており、2030 年代に実証が予定されている。 
 

 
(出典: 三菱重工業「エナジートランジション説明会」) 

図 3-50 (三菱重工業) アンモニア発電設備の開発目標 

 
IHI のアンモニア発電技術開発ロードマップを図 3-51 に示す。IHI は、GE Vernova と共同で 2030

年までにアンモニア 100％燃焼ガスタービンシステムの実用化を目指している。既にアンモニア

100％燃焼ガスタービン IM270(出力 2 MW)を開発済みであり、この技術をさらに進化させ、大規模

燃焼技術の開発に取り組んでいる。同社工場にガスタービン向け大型燃焼試験設備を設置、燃焼試

験を 2025 年から開始した。 
また、石炭とのアンモニア混焼実証事業(20%混焼(熱量比))を 2024年に完了、実証事業を実施した

発電所において現在アンモニア 20%混焼(熱量比)の商用運転に向けた工事を実施中である。図 3-52
～図 3-54に JERA 碧南火力発電所におけるアンモニア混焼実証事業のイメージ図および工程表を示

す。 
また、ベトナムにおいて多く産出される無煙炭を対象とした「無煙炭焚き火力発電所の脱炭素化

を実現するためのアンモニア燃焼実証研究」を NEDO 助成のもと実施中である。 
さらに環境面において、アンモニアやバイオマス混焼における NOx やフライアッシュは石炭専焼

と同等であり、これら物質の排出量の増加が無いことも確認している。 
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(出典: IHI 「Sustainable Finance Framework」(2023)) 

図 3-51 (IHI) アンモニア発電技術開発ロードマップ 

 

 
(出典: IHI) 

図 3-52 (IHI) 石炭、アンモニア混焼実証事業イメージ図_JERA 碧南火力発電所 
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(出典: IHI) 

図 3-53 (IHI) アンモニアバーナ開発ロードマップ 

 
JERA 碧南火力発電所 4 号機におけるアンモニア 20%混焼実証(熱量比)では、 オーナーである

JERA がアンモニア貯蔵・受入・払出設備(ボイラへの燃料アンモニア送ガス管含む)を新設、IHI が

ボイラのバーナ改造を施すことで、混焼が実現した。また、多大な時間とコストを要する桟橋の新

設をすることなく、既存桟橋を活用したことで桟橋の新設を回避した。これにより、アンモニア混

焼導入時の初期投資を抑えることに成功した。 
 
さらにアンモニア輸送船は常時ローディングアームと接続する方式を採用し、消費に合わせて荷

役を行うことで、アンモニアタンク容量を最小限化、タンク建設工期を短縮した。 
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(出典: NEDO 研究開発発表会 2024 (JERA/IHI)) 

図 3-54 JERA 碧南火力発電所におけるアンモニア混焼に向けた改造範囲および現地写真 

 
本実証においては、どの負荷で運転してもアンモニアの 20%混焼(熱量比)が可能であることが確

認できた。 
アンモニアは刺激臭を有する有毒ガスであるため、安全・公衆保安確保が求められる。JERA碧南

火力発電所でのアンモニア混焼実証を実施するために、図 3-55 および図 3-56 に示す設備設計と運

用計画を立てた。 
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(出典: NEDO 研究開発発表会 2024 (JERA/IHI)) 

図 3-55 JERA 碧南火力発電所におけるアンモニア混焼に向けた安全、保安の考え方 

 

 
(出典: NEDO 研究開発発表会 2024 (JERA/IHI)) 

図 3-56 JERA 碧南火力発電所アンモニア混焼での実際の安全、保安の取組 

 
また、ボイラ建屋におけるアンモニア漏洩に対する安全対策が施されている。代表的な取組内容

は下記のとおりである。 
 

1) 漏洩防止構造 
配管の接続部は溶接継手を基本構造とする。また、メンテナンス上の理由でフランジを適用す

る場合は、リップシール溶接を採用した。 
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2) ガス検知器／警報装置 

各バーナフロアにガス検知器を設置した。ガス検知器による漏洩検知時には、現場および中央

捜査室に警報を発報し、漏洩元の特定とガス漏洩を検知できるようにした。 
 

3) 局所換気システム 
弁のグランド部からの系外漏洩に備えるため、弁をカバーで囲み、局所的な換気設備を採用し

た。ファンを用いて強制的にボイラトップから屋外へ排気している。 
 

4) インターロック 
正常な運転状態から逸脱した場合、燃料アンモニアを遮断する。燃料アンモニア遮断となる条

件は、 
① バーナ前アンモニアガス圧力極低／極高 
② MFT (Master Fuel Trip)発生 
などがある。 
 

 
(出典: NEDO 研究開発発表会 2024 (JERA/IHI)) 

図 3-57 継手の漏洩防止構造 (リップシール溶接) 

 

 
(出典: NEDO 研究開発発表会 2024 (JERA/IHI)) 

図 3-58 局所換気システム(弁のカバー) 
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JERA 碧南火力発電所の実証事業においては、図 3-59 に示すように、アンモニア漏洩時に備え、

周辺地域の消防と合同防災訓練を実施している。また、警察、市役所、医療機関などとも有事に備

えた事前協議を実施し、速やかに情報共有できる体制を構築している。 
 

 
(出典: NEDO 研究開発発表会 2024 (JERA/IHI)) 

図 3-59 アンモニア漏洩を想定した合同訓練の様子 

 
さらに、図 3-60 に示すように、発電所構内の関係者が所有するスマートフォンには独自開発の防

災アプリを配信し、避難誘導活動等に活用している。同アプリでは漏えい個所や風向、避難区画へ

の経路等、周知機能を搭載している。 
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(出典: NEDO 研究開発発表会 2024 (JERA/IHI)) 

図 3-60 防災アプリのイメージ(アンモニア漏洩時) 

 
(5) クリーン燃料コスト 
(a) 製造コスト 

2030 年時点での水素製造価格予測を図 3-61 に示す。IEA の分析によると、2030 時点のブルー水

素製造価格は約 1～4 USD/kgH2と見込まれている。図中の Wind onshore、Wind offshore および Solar 
PV はグリーン水素価格を示す。 

 

 
(出典: IEA, Global Hydrogen Review 2024) 

図 3-61 2030 年時点での水素製造価格予測 
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公表政策シナリオ(STEPS)における、2030 年時点でのグリーン水素製造価格予測を図 3-62 に、

ネットゼロ排出 2050 年実現シナリオ(NZE)における、2030 年時点でのグリーン水素製造価格予測を

図 3-63 に示す。グリーン水素製造価格は約 2～10 USD/kgH2 (2030 年時点)の見込みであり、再エネ

ポテンシャルを有する地域のうち、豊富なポテンシャルがある地域は水素製造価格を低減できてい

る。 
 
 

 
(出典: IEA, Global Hydrogen Review 2024) 

図 3-62 2030 年時点でのグリーン水素製造価格予測(STEPS) 

 
 

 
(出典: IEA, Global Hydrogen Review 2024) 

図 3-63 2030 年時点でのグリーン水素製造価格予測(NZE) 

 
(b) 輸送コスト 

2030 年時点での水素製造コスト予測を図 3-64 に示す。一般に、輸送距離が近距離の場合はパイ

プライン輸送が有利、長距離の場合は船舶輸送が有利となる。船舶輸送の場合、アンモニアおよび

MCH での水素輸送がコスト有利となり、液化水素での輸送はコスト不利となる。 
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Note) 
  (1) LOHC: Liquid organic hydrogen carrier 
  (2) 水素から各キャリアへの変換、輸送、貯蔵、水素への再変換の全てのコストを含む 
  (3) ktpa: kilo tonnes per year の略 
(出典: IEA, Global Hydrogen Review 2024) 

図 3-64 2030 年時点での水素輸送コスト予測 

 
水素・アンモニア等の船舶輸送には港湾地域の整備が必要になる。東南アジアにおいてもシンガ

ポールを始めとして、水素・アンモニア利活用に対応した港湾地域の整備計画が進んでいる。水素

利活用に向けた港湾インフラ整備プロジェクトを図 3-65 に示す。 
 

 
(出典: IEA, Global Hydrogen Review 2024) 

図 3-65 水素利活用に向けた港湾インフラ整備プロジェクト 

 
水素・アンモニア利活用に向けた港湾地域の整備の一例として、シンガポールのパシル・パン

ジャン・ターミナルでは、MCH 利用による水素燃料電池補給事業が実施されている。(図 3-66) 
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(出典: PSA Singapore) 

図 3-66 MCH 利用による水素燃料補給事業実証場所 

 
また、パシル・パンジャン・ターミナル内で、シンガポールの港湾運営会社 PSA Singapore は、

日本の千代田化工建設と協力し、MCH を用いた脱水素化の実証設備を導入している。 
 

 
Note) 
 (1) 同ターミナルの設置場所等の詳細は非公表 
(出典: 千代田化工) 

図 3-67 パシル・パンジャン・ターミナル内に設置された小型脱水素装置 
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(c) オーストラリアからベトナムへのクリーン燃料調達コスト 

2050 年時点においても依然グリーン水素・グリーンアンモニアより、ブルー水素・ブルーアンモ

ニアの方が安価だと推測される。2030、2040、2050 年時点における水素・アンモニアの調達コスト

推計を表 3-35 に示す。 
 

表 3-35 2030、2040、2050 年時点における水素・アンモニアの調達コスト推計 
(オーストラリアからの船舶輸送の場合) 

 
*1 コスト有利であるアンモニアを水素キャリアとした場合。さらに、水素からアンモニアへの変換、輸送、貯蔵、水素への再変

換の全てのコストを含む。 
*2 水素からアンモニアへの変換、輸送、貯蔵の全てのコストを含む。 
*3 オーストラリアからベトナムへの輸送距離は約 5,000km と想定した。 
(出典: IEA, Global Hydrogen Review 2024 等に基づき NKES 作成) 

 
ベトナムにおける海外水素調達コストの推移を図 3-68 に、海外アンモニア調達コストの推移を図 

3-69 に示す。 
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(出典: NKES 作成) 

図 3-68 ベトナムにおける海外水素調達コストの推移予測 
(オーストラリアからの船舶輸送の場合) 

 
 

 
(出典: NKES 作成) 

図 3-69 ベトナムにおける海外アンモニア調達コストの推移予測 
(オーストラリアからの船舶輸送の場合) 
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(d) ベトナム国内火力発電適用時の燃料コストへの影響 

現時点で各種機関が想定する水素・アンモニア価格(2030/2040/2050 年)を前提とした、ガス火力へ

の水素混焼/専焼時、石炭火力へのアンモニア混焼/専焼時の燃料コスト増分(USD/kWh)を試算した。

結果を表 3-36 に示す。ガス火力への水素混焼は約 0.02 (30%混焼時)～0.2 (専焼時) USD/kWh の増分、

石炭火力へのアンモニア混焼は約 0.04 (20%混焼時)～0.2 (専焼時) USD/kWh の増分となる。グリーン

水素・アンモニアの場合はさらに増加する。 
 

表 3-36 2030、2040、2050 年時点におけるガス火力への水素混焼/専焼時、石炭火力へのアンモニア

混焼/専焼時の燃料コスト増分 (オーストラリアからの船舶輸送の場合) 

[単位：USD/kWh] 

 
＜仮定条件＞ 

• 燃料費増分による評価であり、発電所の改造費用等は含んでいない。 
• 石炭とアンモニアの発熱量は同じと仮定。 
• ガス火力の効率：54.9% (HHV base)(水素混焼/専焼時も変わらない) 
• 石炭火力の効率：43.4% (HHV base)(アンモニア混焼/専焼時も変わらない) 
• 天然ガス価格 ：3.2 USD/mmBtu(IEA WEO 2024、米国 2030 年価格) 
• 石炭価格   ：78 USD/t(IEA WEO 2024、中国 2030 年価格) 
• 水素混焼率は vol.%、アンモニア混焼率は cal.%で試算。 

(出典: NKES 作成) 
 
ベトナム国内ガス火力発電所水素混焼時の燃料コスト影響予測を図 3-70 に、アンモニア混焼時の

燃料コスト影響予測を図 3-71 に示す。 
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(出典: NKES 作成) 

図 3-70 ベトナム国内ガス火力発電所水素混焼時の燃料コスト影響予測 
(オーストラリアからの船舶輸送の場合) 

 

 
(出典: NKES 作成) 

図 3-71 ベトナム国内ガス火力発電所アンモニア混焼時の燃料コスト影響予測 
(オーストラリアからの船舶輸送の場合) 
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(e) ベトナム国内火力発電適用時の CO2削減量あたりの追加コスト 
表 3-37 に示すように、CO2 削減量あたりの追加コストは、現時点の各種機関の想定値をベースと

すると、ガス火力への水素混焼/専焼の場合は約 350 USD/t-CO2、石炭火力へのアンモニア混焼/専焼

の場合は約 200 USD/t-CO2の見込み(2050 年)である。グリーン水素・アンモニアの場合はさらに増加

する。 
 

表 3-37 2030、2040、2050 年時点におけるベトナム国内火力発電所の燃料コストへの影響 
(オーストラリアからの船舶輸送の場合) 

[単位：USD/t-CO2] 

 
＜仮定条件＞ 

• 燃料費増分による評価であり、発電所の改造費用等は含んでいない。 
• 石炭とアンモニアの発熱量は同じと仮定。 
• ガス火力の効率：54.9% (HHV base)(水素混焼/専焼時も変わらない) 
• 石炭火力の効率：43.4% (HHV base)(アンモニア混焼/専焼時も変わらない) 
• 天然ガス価格 ：3.2 USD/mmBtu(IEA WEO 2024、米国 2030 年価格) 
• 石炭価格   ：78 USD/t(IEA WEO 2024、中国 2030 年価格) 
• 水素/アンモニア価格：IEA, Global Hydrogen Review 2024 
• CO2排出係数 ：石炭火力 864 g-CO2/kWh 

        ガス火力 360 g-CO2/kWh 
(出典: NKES 作成) 

 
ベトナム国内ガス火力発電所の水素混焼時のCO2削減量に伴う追加コスト予測を図 3-72に、石炭

火力発電所のアンモニア混焼時のCO2削減量に伴う追加コスト予測を図 3-73に示す。ブルーアンモ

ニアであれば調達コストが炭素価格と比較しても同程度に落ち着くと予想される。 
 

 
注) 
CO2 Price: IEA WEO 2024 を参考 
Stated Policies Scenario: EU 値を採用 
Announced Pledges Scenario および Net Zero Emission by 2050 Scenario: 先進国値を採用 

(出典: NKES 作成) 

図 3-72 ベトナム国内ガス火力発電所水素混焼時の CO2削減量に伴う追加コスト予測 
(オーストラリアからの船舶輸送の場合) 
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注) 
CO2 Price: IEA WEO 2024 を参考 
Stated Policies Scenario: EU 値を採用 
Announced Pledges Scenario および Net Zero Emission by 2050 Scenario: 先進国値を採用 

(出典: NKES 作成) 

図 3-73 石炭火力発電所アンモニア混焼時の CO2削減量に伴う追加コスト予測(オーストラリアか

らの船舶輸送の場合) 

 
(6) バイオマス利用可能性 
(a) 東南アジア諸国の現況 

東南アジア諸国のバイオマス戦略概要を表 3-38 に示す。 
 

表 3-38 東南アジア諸国のバイオマス戦略概要 

 
(出典: 各国エネルギー戦略等に基づき NKES 作成)  
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(b) 東南アジア諸国のバイオマス燃料製造動向 
東南アジア諸国のバイオマス燃料製造関連プロジェクトを表 3-39 に示す。 
 

表 3-39 東南アジア諸国のバイオマス燃料製造関連プロジェクト 

 
(出典: 各国政府および企業公表情報に基づき NKES 作成) 
 

(c) ブラックペレットの動向 
日系企業 出光興産傘下の Idemitsu Green Energy Vietnam は、図 3-74 のとおり、ベトナム ザライ

省にてブラックペレット製造工場を建設し、2025年 10月から商業運転を開始した。同工場は、年間

12 万トンの製造能力をもつ。 
ブラックペレットは、従来のホワイトペレットに半炭化工程を加えて製造する。ホワイトペレッ

トには水分を含んだ際の崩れといった燃料ハンドリング、専用のミルおよびバーナといったボイラ

側の改造が課題であったが、半炭化させることで燃料ハンドリングの課題を克服し、ボイラ側の改

造内容も縮小できる特徴がある。 
課題としては、半炭化工程を加えたことで製造コストが増加していることである。また、ブラッ

クペレット市場はまだ黎明期で、マーケットが大きくなく、現時点では大量生産によるコスト低下

は見込めないことも課題である。 
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(出典: Idemitsu Green Energy Vietnam) 

図 3-74 ザライ省のブラックペレット製造工場 

 
図 3-75 のとおり、日本の石炭火力発電所では既にブラックペレット混焼実証を開始しており、20 

weight%混焼においても既存の設備で荷揚げ、運搬でき、かつ問題なく発電できることを確認して

いる。 
 
 

 
(出典: 東北電力) 

図 3-75 ブラックペレット混焼試験の概要 

 
(d) 発電技術を有する日系企業の東南アジアでの動向 

表 3-40 に示すように、日系企業が納入したバイオマス発電所は数件ほど確認できたが、100 MW
以下であった。 
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表 3-40 バイオマスボイラ技術を有する日系企業の東南アジアでの納入実績 

 
Note) 公開情報に基づいた整理を実施しており、一部納入実績が非公開となっている可能性もある。 
(出典: 企業公表情報に基づき NKES 作成) 
 

(e) 日本におけるバイオマス発電所事例 
一方で、各社は日本においては十分なバイオマス発電所納入実績を有している。各社の実績は、

以下のとおりである。なお、日本で発電に使用する主な石炭は、瀝青炭もしくは亜瀝青炭である。 
・三菱重工業     ：1,000 MW クラス 微粉炭ボイラでのバイオマス混焼 
・IHI         ：数十 MW クラス CFB ボイラでのバイオマス専焼 
            150 MW クラス 微粉炭ボイラでのバイオマス混焼 
・住友重機械工業   ：数十 MW～100 MW クラス CFB ボイラでのバイオマス混焼 
・日鉄エンジニアリング：数十 MW クラス CFB ボイラでのバイオマス専焼 
・JFE エンジニアリング ：数十 MW～100 MW クラス CFB ボイラでのバイオマス専焼 
・タクマ       ：数 MW クラス ストーカ式ボイラでのバイオマス専焼 

 
日系企業の日本におけるバイオマス発電所の例を表 3-41 に示す。 
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表 3-41 日系企業の日本国内バイオマス発電所一覧 

 

 
 

＜三菱重工業＞ 
発電所名  ：JERA 武豊火力発電所 
発電容量  ：1,070 MW 
ボイラ圧力 ：超々臨界(USC) 
ボイラタイプ：微粉炭ボイラ 
燃料    ：石炭、木質ペレット 
混焼率   ：17%(計画値) 
運転開始日 ：2022 年 

 

 
 

＜三菱重工業＞ 
発電所名  ：中国電力 三隅発電所 2 号

機 
発電容量  ：1,000 MW 
ボイラ圧力 ：超々臨界(USC) 
ボイラタイプ：微粉炭ボイラ 
燃料    ：石炭、木質ペレット 
混焼率   ：10%(計画値) 
運転開始日 ：2022 年 
 

 

 

＜IHI＞ 
発電所名  ：八代バイオマス発電所 
発電容量  ：75 MW 
ボイラ圧力 ：未公表 
ボイラタイプ：循環流動床(CFB) 
燃料    ：木質ペレット、木質チップ 
運転開始日 ：2024 年 
 

 

 
 

＜IHI＞ 
発電所名  ：日本製紙 石巻雲雀野発電

所 
発電容量  ：149 MW 
ボイラ圧力 ：亜臨界(Sub-C) 
ボイラタイプ：微粉炭ボイラ 
燃料    ：石炭、木質ペレット 
混焼率   ：30%(計画値) 
運転開始日 ：2018 年 
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＜住友重機械工業＞ 
発電所名  ：海田バイオマス発電所 
発電容量  ：112 MW 
ボイラ圧力 ：未公表 
ボイラタイプ：循環流動床(CFB) 
燃料    ：木質ペレット、木質チッ

プ、PKS、石炭 
混焼率   ：80%(計画値) 
運転開始日 ：2021 年 
 

 

 
 

＜住友重機械工業＞ 
発電所名  ：半田バイオマス発電所 
発電容量  ：75 MW 
ボイラ圧力 ：未公表 
ボイラタイプ：循環流動床(CFB) 
燃料    ：木質チップ、PKS、石炭 
混焼率   ：98%(計画値) 
運転開始日 ：2017 年 
 

 

 
 

＜日鉄エンジニアリング＞ 
発電所名  ：広畑バイオマス発電所 
発電容量  ：75 MW 
ボイラ圧力 ：未公表 
ボイラタイプ：循環流動床(CFB) 
燃料    ：木質チップ、PKS 
運転開始日 ：2023 年 
 

 

 
 

 
＜日鉄エンジニアリング＞ 
発電所名  ：苅田バイオマス発電所 
発電容量  ：75 MW 
ボイラ圧力 ：未公表 
ボイラタイプ：循環流動床(CFB) 
燃料    ：木質ペレット、PKS、 
木質チップ 
運転開始日 ：2023 年 
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＜JFE エンジニアリング＞ 
発電所名  ：田原バイオマス発電所 
発電容量  ：112 MW 
ボイラ圧力 ：未公表 
ボイラタイプ：循環流動床(CFB) 
燃料    ：木質ペレット 
運転開始日 ：2025 年 
 

 

 
 

＜JFE エンジニアリング＞ 
発電所名  ：釧路バイオマス発電所 
発電容量  ：112 MW 
ボイラ圧力 ：未公表 
ボイラタイプ：循環流動床(CFB) 
燃料    ：石炭、木質バイオマス 
混焼率   ：未公表 
運転開始日 ：2017 年 
 

 

 
 

＜タクマ＞ 
納入先   ：リージョナルパワー 中国

木材能代工場 
発電容量  ：9.99 MW 
ボイラ圧力 ：未公表 
ボイラタイプ：ストーカ式 
燃料    ：樹皮(バーク)、おが屑等 
運転開始予定：2026 年 
 

 

 
 

＜タクマ＞ 
発電所名  ：グリーンパワーとおの釧路

バイオマス発電所 
発電容量  ：1.99 MW 
ボイラ圧力 ：未公表 
ボイラタイプ：ストーカ式 
燃料    ：木質チップ 
混焼率   ：未公表 
運転開始予定：2026 年 
 

(出典: NKES 作成) 
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(f) バイオマスコストおよび混焼による影響 
ベトナムから輸出された木質バイオマス燃料の輸出量、価格を表 3-42 に示す。輸出量のうち、合

計 98%を占める木質チップと木質ペレットの価格はそれぞれ、145.3 USD/t、132.7 USD/t 程度であっ

た。 

表 3-42 2024 年時点におけるバイオマス燃料量および価格 

 
Note) IEA WEO 2024, Net Zero Emission by 2050 Scenario より、2050 年先進国値 
(出典: VIỆT NAM XUẤT KHẨU VIÊN NÉN VÀ DĂM GỖ TRONG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2024) 
 

1) 木質チップにおける燃料コスト計算 
木質チップの合計価格÷木質チップ量 
 
＝ 1,320,631,934 USD ÷ 9,091,381 t  
≒ 145.3 USD/t 
 

2) 木質ペレットにおける燃料コスト計算 
木質ペレットの合計価格÷木質ペレット量 
 
＝ 345,495,085 USD ÷ 2,604,523 t  
≒ 132.7 USD/t 

 
木質チップを使用した際の燃料コスト増分は約 0.017 USD/kWh (20%混焼時(熱量比))、CO2 削減量

あたりの追加コストは、約 99 USD/t-CO2 となる。なお、他の文献、ニュースサイトなどを参照する

と、2025 年 5 月時点のベトナム国内市場での木質ペレット販売参考価格は 250 万～380 万 VND/t (94
～144 USD/t)、輸出向けは 250 万～375 万 VND/t (94～142 USD/t)ということで大きな価格差は無い。 

木質ペレットを使用した際の燃料コスト増分は約 0.008 USD/kWh (20%混焼時(熱量比))、CO2 削減

量あたりの追加コストは、約 45 USD/t-CO2 となる。木質ペレットは木質チップに比べ発熱量が高い

ため、混焼時の必要量および燃料コスト増分が小さい。木質チップおよび木質ペレットを使用した

際の CO2 削減量あたりの追加コストは、炭素価格(250 USD/ t-CO2 8)を大きく下回ると予想される。 
なお、バイオマスは石炭に比べて燃焼後の灰成分が多い傾向にある。それに伴い、灰付着量の増

加による発電効率の低下、灰除去頻度増加に伴うボイラ本体寿命の減少など、燃料コスト以外への

コストへ影響を及ぼす可能性がある。 
 

8 IEA WEO 2024, Net Zero Emission by 2050 Scenario より、2050 年先進国値 
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＜計算条件＞ 
 木質チップコスト  ：145.3 USD/t 
 木質ペレットコスト ：132.7 USD/t 
 石炭との混焼率   ：一律 20%(熱量比) 
 石炭火力の効率   ：43.4% (HHV base) 
 木質チップの発熱量 ：9.5 MJ/kg (HHV base) 
 木質ペレットの発熱量：17.0 MJ/kg (HHV base) 
 
 

(g) バイオマス燃料の今後のトレンド、調達可能性 
バイオマスは確かに水素やアンモニアより安価で調達しやすい燃料ではあるが、表 3-43 のような

情勢がある。したがって、今後バイオマスエネルギー利用者がその利用範囲を拡大しようとしても、

供給側で供給拡大への課題があるため、コストの上昇および利用範囲が限定される可能性がある。 
また、バイオマス燃料の拡大と森林によるカーボンクレジットの拡大は互いにトレードオフの関

係にあり、両者のバランスによってバイオマス燃料の供給量が今後は決まっていく。森林が豊富な

国では、過去に想定したバイオマス燃料としての賦存量から変わる可能性が高く、バイオマス燃料

の供給能力も変わる可能性がある。 
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表 3-43 バイオマス燃料利用拡大に向けた供給側の課題 

 
Note) 
(1) 2021 年から 2022 年にかけてウッドショックが発生した。ニュース等の文献を参照すると、2025 年時点では落ち着きを取り戻

しつつあるが、ウッドショックより以前と比べてまだ木材価格が高いことが分かる。 
https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20220502hitokoto.html 

(2) ベトナム全体で海上貨物量の上昇が報告されている。https://vietnamnews.vn/economy/1718388/maritime-transport-maintains-
strong-growth.html 

(3) 高速道路の開通で陸路の利便性が向上したものの未開通地域もあり、ベトナム全体での物流混雑解消には時間が掛かる。
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2024/fddfd0e0facd366e.html  

(出典: NKES 作成) 
 
 

(7) 導入スケジュール 
(a) 水素関係 

発電所における水素導入に向けたスケジュール案を図 3-76 に示す。また、製造、輸送、利用の

各工程における検討結果を以下に整理した。 
 

1) 製造 
 エネルギー輸送効率の観点から水素活用のためにはアンモニアなどでの輸送が提案されて

いる。後述の図 3-77に示すとおり大規模アンモニアプラントには、入札からサービス開始

までのリードタイムとして 7 年以上となっている。 
 中規模のグリーン水素製造装置については、福島の FH2R の事例では、2016 年に基礎検討 

(FS フェーズ)を開始し、2020 年 2 月末に完成したとのプレスリリースが出されていること

から、計画開始から運用開始までのリードタイムが 4 年程度と思われる。 
 

2) 輸送 
 エネルギー輸送効率の観点から水素活用のためにはアンモニアなどでの輸送が提案されて

いる。後述の図 3-77に示すとおり、アンモニア輸送船では就航までのリードタイムとして

2 年 4 か月程度と推定される。 
 川崎重工業の液体水素輸送船の建造期間は 3 年 2 か月程度を確保しており、一般的に同程

度の 3 年 2 か月程度かかるものと思われる。(ただし、輸送効率の点から導入スケジュール

ではアンモニア輸送船を推定している。) 
 

3) 利用 
 エネルギー輸送効率の観点から水素活用のためにはアンモニアなどでの輸送が提案されて

いる。前述のとおり、アンモニア利用のための受入基地等の整備を考えるとリードタイム

として 5.5 年程度と推定される。 
 アンモニアを水素化する(クラッキング)設備が必要になるが、これはこの 5.5 年の中で整備

されることになる。 
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(出典:NKES 作成) 

図 3-76 発電所における水素導入に向けたスケジュール案 

 

 
(b) アンモニア関係 

発電所におけるアンモニア導入に向けたスケジュール案を図 3-77 に示す。また、製造、輸送、

利用の各工程における検討結果を以下に整理した。 
 

1) 製造 
 大容量のアンモニア供給をするために大規模なプラント建設が必要となる。 
 アンモニア混焼 20%の先進事例である碧南火力発電所の場合、生産能力年間約 140 万トン

規模のブルーアンモニア供給および調達(輸送)を含めた契約を締結するために、入札から

サービス開始までのリードタイムとして 7 年以上となっている。(入札が 2022 年 2 月、投

資決定 2025 年 4 月、運用開始 2029 年中) 
 

2) 輸送 
 アンモニア運搬船による輸送となるが、従来型用途のアンモニア運搬船は容量が小さいの

で、大容量の船の建造が望ましい。 
 川崎重工はすでに 86,700 m3 クラスの LPG・アンモニア運搬船を 13 隻受注、そのうち 7 隻

の引き渡しが完了している。建造に要する日数は平均で 1 隻当り 860 日弱であり、就航ま

でのリードタイムとして 2 年 4 か月程度と推定される。(建造発表日から引き渡し日) 
 

3) 利用 
 アンモニア利用については、アンモニア受入基地、アンモニア燃焼用改造(バーナの混焼

化)の他、桟橋の整備を含めた総合的な整備、改修が必要になる。 
 FS および融資のために約 1.5 年、NTP(Notice To Proceed)から約 4 年、リードタイムとして

約 5.5 年と推定される。 
 

 
(出典:NKES 作成) 

図 3-77 発電所におけるアンモニア導入に向けたスケジュール案 
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(c) バイオマス関係 
発電所におけるバイオマス導入に向けたスケジュール案を図 3-78 に示す。また、製造、輸送、

利用の各工程における検討結果を以下に整理した。 
 

1) 製造 
 大容量のバイオマス供給をするために大規模なプラント建設が必要となる。 
 建設にかかる期間を示す資料は見当たらないが、基本的には材料置き場、ベルトコンベア、

破砕機械および建屋で構成されており、製作および建設に時間を要する工場ではないと推

定。設計、調達、建設を 2 年と推定し、事前の資金手当てを含めて 3 年程度のリードタイ

ムで建設可能と考える。 
 

2) 輸送 
 汎用のバルク船による輸送となる、そのため、特別に新規の船を考慮する必要は低い。 
 

3) 利用 
 既存発電所の改修によるバイオマス利用については、バイオマス貯蔵、バイオマス燃焼系

統改造などの改修が必要になるが混焼率が低い場合にはアンモニアに比べて小規模。その

ため、既存発電所での導入においては有利。混焼率を高くしようとするとボイラ廻りの大

規模な改修を要して停止期間が長くなるなどの影響が大きいので現実的ではない。 
 FS および融資のために約 2 年、NTP(Notice To Proceed)から約 2 年、リードタイムとして約

4 年と推定されている。 

 
(出典:NKES 作成) 

図 3-78 発電所におけるバイオマス導入に向けたスケジュール案 

 
(8) 日本企業の競争優位性分析 (クリーン燃料関係) 
(a) 水素 

水素製造、利用の各分野のインフラ建設における日本企業と海外企業の比較を表 3-44 に示す。

また、日本企業の競争優位性の分析結果を以下に示す。 
 
 エネルギー輸送効率の観点から水素活用のためにはアンモニアなどでの輸送が提案されて

いる。前述のとおり、アンモニア製造においては日本企業の競争優位性は確認できない。

その他、再生可能エネルギーをエネルギー源とした水電解による水素発生もある。 
 再生可能エネルギーが豊富な場合には水電解による水素発生を旭化成が取り組んでおり、

10 MW クラスが実用化されている。 
 大容量の水素輸送の実績は日本企業が先行している。川崎重工業は 12,500 m3 クラスの水素

運搬船(小型・実証用)を 1 隻受注、実証試験が完了。2030 年を目指し、中型(40,000 m3)の開

発へ注力している。海外では、水素運搬船計画は確認されていない。 
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 発電用を目的とした水素利用は従来の天然ガス焚ガスタービンの転用が考えられている。

日本では三菱重工業が大型、IHI が中型、川崎重工業が小型のガスタービンを販売してい

たが、三菱重工業、川崎重工業が水素ガスタービンの開発を進めており、大型は体積比

30%混焼まで、小型は専焼が実用化段階にある。 
 海外では大型では Siemens Energy がほぼ同じ開発状況、GE Vernova が中型の商用で先行し

ている (IHI は GE の技術のライセンス供与を受けている)。この分野では、従来から中国、

韓国、ロシアの参入は少なく、今後も上述の会社での競争が予想される。 
 

表 3-44 水素製造、利用の各分野のインフラ建設における日本企業と海外企業の比較表 

 
Note) 容量 (Nm3/h): 1 時間当たりの製造できる容量を体積で示す。容量 (MW) :混焼改造する発電所の発電容量を示す。改造後

も発電容量は変化しない。 
(出典:NKES 作成) 

 
上記を踏まえた日本企業の事業機会を表 3-45 に示す。 
基本的に、大量消費の場合には需要側 (水素利用)が、国際入札などの手段を通して、水素の安

定的な供給者 (オフテイカー)を決定し、当該のオフテイカーが、水素製造、水素輸送を整える枠

組みになると想定される。製造においての競合者は欧州、北米となり、輸送では競合者は見当た

らない。 
水素ガスタービンメーカーは、国際入札などの手段を通して、水素利用する発電所と契約をす

ることになる。競合者は欧州、北米となるので、過当な価格競争とはならないと思われるが、実

績などで優位性を確保する (実績が少ない製造者を入札から排除)ことを模索するべきである。  
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表 3-45 日本企業の事業機会(水素関連) 

 
(出典:NKES 作成) 

 
(b) アンモニア 

アンモニア製造、輸送、利用の各分野のインフラ建設における日本企業と海外企業の比較を表 
3-46 に示す。また、日本企業の競争優位性の分析結果を以下に示す。 

アンモニア製造において、アンモニア製造設備の納入実績では、海外の 3 社は生産量の 80%を

占める圧倒的なシェアを持っており特に、KBR が 50%で大きい。国内では東洋エンジニアリング

が半世紀前から KBR と提携、日揮も KBR からライセンス供与されている。 
 大容量のアンモニア輸送の実績は日本企業が先行している。川崎重工は 86,700 m3クラスの

LPG・アンモニア運搬船 7 隻の引き渡しが完了、名村造船(三菱重工業傘下) は 87,000 m3ク

ラスの LPG・アンモニア運搬船 2 隻の引き渡しが完了。海外では、Hanwha Ocean (旧大宇

造船海洋)、HD 現代重工業 (旧現代重工業)がほぼ同規模のアンモニア輸送船を開発中で

2026 年に就航予定。 
 アンモニアを火力発電の代替燃料として使用する観点では、本邦企業に強みがある。IHI

は既に 1,000 MW クラス(碧南 4 号)で 20%混焼(熱量比) の実証を終え、50%以上(熱量比) の
混焼を検討中である。三菱重工業も同様に 20%混焼(熱量比) バーナ燃焼試験を成功、50%
以上(熱量比) の混焼を検討中である。海外のボイラ製造者は、斗山 (Doosan)が尼国で FS
を進めているが 2025 年 7 月時点において実用化に到達した情報はない。 

 

表 3-46 アンモニア製造、輸送、利用の各分野のインフラ建設における 
日本企業と海外企業の比較表 

 
(出典:NKES 作成)  
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上記を踏まえた日本企業の事業機会を表 3-47 に示す。 
水素利用と同様に、オフテイカーが、アンモニア製造、アンモニア輸送を整える枠組みになる

と想定される。 
アンモニア利用は、水素利用と同様に、競合者は欧州、北米が想定され、価格競争は厳しくな

くても、優位性を築くための方策が望まれる。 
 

表 3-47 日本企業の事業機会 (アンモニア関連) 

 
(出典:NKES 作成) 

 
(c) バイオマス 

バイオマス利用分野のインフラ建設における日本企業と海外企業の比較を表 3-48 に示す。また、

日本企業の競争優位性の分析結果を以下に示す。 
 
 バイオマスの製造には、日本以外にも多くの企業が取り組んでおり、化学処理や特殊成形

などの特別な技術を必要としないため、日本企業の競争優位性は認められない。日本のバ

イオマス発電所の燃料の 70%程度は海外調達ともいわれている。 
 バイオマスの移送にはバラ積み船 (バルク船)が使用されることが一般的である。バルク船

は、韓国、中国も製造しており、価格競争が激しいため日本企業の優位性は認められない。

ただし、近年の海運における環境影響低減の観点から、日本企業はアンモニア燃料、LNG
燃料の大容量バルク船などの開発を進めており、こうした付帯条件下では優位性はありう

るが、海運燃料費が上昇するために今回の検討では燃料転換した大容量バルク船の製造を

本邦企業の優位性としては採用していない。 
 流動床ボイラを含めた場合、バイオマス利用は多くのボイラメーカーが取り組んでおり、

日本企業の競争優位性は認められない。ただし、微粉炭焚火力に限れば、バイオマス混焼

に取り組んでいる企業は少なく、実用化にたどり着いているのは三菱重工業、IHI の 2 社の

みであると思われ、日本企業の優位性があるといえる。  
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表 3-48 バイオマス利用 (微粉炭焚火力)の各分野のインフラ建設における日本企業と海外企業の比

較表 

 
(出典:NKES 作成) 

 
上記を踏まえた日本企業の事業機会を表 3-49 に示す。 
やはり、製造、輸送においては、国際入札が行われると思われるが、特に特殊技術が必要では

ないので、価格競争に晒されやすい。日本企業の活躍の場は限られると思われる。 
利用において、競合者は韓国企業であり、価格競争に晒される恐れがある。 
 

表 3-49 日本企業の事業機会(バイオマス関連) 

 
(出典:NKES 作成) 

 
(9) 調査検討結果まとめ 

 
(a) 水素、アンモニア 

水素、アンモニアに関する調査検討結果まとめを表 3-50 に示す。 
水素は燃料調達・サプライチェーン構築における実現可能性を有する。ベトナムにおいては、

高い水素製造ポテンシャルを有するオーストラリア等からの輸入が考えられる。懸念は価格の高

さと NOx 排出抑制である。 
アンモニアも水素同様、燃料調達・サプライチェーン構築における実現可能性を有し、ブルー

アンモニアであれば調達コストが炭素価格と比較しても同程度に落ち着くと予想される。他方、

NOx 排出抑制に関する議論は水素同様必要となる。ベトナムにおいても QCVN で NOx 排出の規

制が強まっている流れがあり、ベトナム政府の環境規制強化に留意して追加対策の要否を検討す

る。 
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表 3-50 水素、アンモニア調査検討結果まとめ 

 
(出典:NKES 作成) 

 

(b) バイオマス 
バイオマスに関する調査検討結果まとめを表 3-51 に示す。 
バイオマス燃料に関しては、供給量・価格の関係でホワイトペレットの利活用が中心となるが、

アンモニア・水素よりもリーズナブルであるものの、価格・数量面での安定供給ができるか否か

が課題となる。 
 

表 3-51 バイオマス調査検討結果まとめ 

 
*1 過去 1 年の取引量に応じて設定した。近年、取引価格の変動が激しいため将来想定は難しく、本調査では現時点での価格を一

定として想定している。 
(出典:NKES 作成)  
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3.3.3 CCS 適用の実現可能性・ポテンシャル評価 

(1) CCS 概要および開発状況 
 

CCS(Carbon Dioxide Capture and Storage)は発電所等から発生する CO2 を分離回収し、大気から隔

離する場所に貯留させるものである。 
CCS は図 3-79 に示すように次の３つのプロセスに分けられる。 

A. CO2 の分離、回収。 
B. 回収した CO2 の貯留場所までの輸送。 
C. CO2 の貯留、保管。 

 
(出典: 経済産業省産業技術局資料「CCS2020」) 

図 3-79 CCS 概要 

 
世界各国の CCS/CCUS 戦略を表 3-52 に、CCS プロジェクトにおける CO2 回収量の推移を図 

3-80 に示す。 

表 3-52 世界各国の CCS/CCUS 戦略、位置づけ 

 
(出典: NEDO 「CCS の研究開発と動向について」 (2024 年 12 月)) 
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(出典: NEDO 「CCS の研究開発と動向について」 (2024 年 12 月)) 

図 3-80 CCS プロジェクトの CO2回収容量推移 

 

 
(2) CO2分離回収技術 

 
(a) 火力発電所に適用される CO2分離回収方式 

火力発電所に適用される CO2 分離回収方式には、(a)燃焼前回収方式、 (b)酸素燃焼方式、 (c)燃
焼後回収方式の 3 つがある。これら技術の概要および特徴を表 3-53 および図 3-81 に示す。 

(a)燃焼前回収方式はガス化炉が必須であること、(b)酸素燃焼方式はボイラ空気系統の改造が必

要になることから、既設機の改造を前提とする本調査対象プラント(石炭火力およびガス火力発電

所)においては(c)燃焼後回収方式の採用が適している。 
 

表 3-53 火力発電所に適用される CO2分離回収方式の特徴 

 
(出典: NKES 作成) 
 



 

3-89 

 
(出典: IHI「低炭素社会に適合した 石炭ボイラの実現へ」) 

図 3-81 火力発電所に適用される CO2分離・回収技術 

 

一方、燃焼後回収方式における CO2分離回収技術としては、(1)化学吸収法 (2)固体吸収法 (3)物
理吸収法があるが、現時点で商用化されている技術は化学吸収法のみであり、全ての技術におい

てコスト低減を目指した開発が続けられている。表 3-54 に燃焼後回収方式の各 CO2分離回収技術

の特徴、開発状況を示す。  
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表 3-54 燃焼後 CO2分離回収方式の特徴 

 
注) コストは現時点の相対比較 

(出典: WEB 等の情報等を基に NKES 作成) 
 

 
(b) 燃焼後回収方式における CO2分離回収技術 

図 3-82 に CO2 分離回収技術の開発動向、見通しを示す。 
 

 
(出典: NEDO 「CCS の研究開発と動向について」 (2024 年 12 月)) 

図 3-82 CO2分離回収技術の開発見通し 

 
(3) CO2分離回収プロジェクトの例 

パイロットプラントを含めて運転が開始された CO2 分離回収プロジェクトをいくつか以下に紹

介する。 
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(a) 東芝エネルギーシステムズ(株) ; 三川発電所 

表 3-55 三川発電所/CO2分離回収プラントの概要 

 
(出典: NKES 作成) 

 

 
(出典: 東芝エネルギーシステムズ「大規模 CO2分離・回収実証設備の起工について」 (2017)) 

図 3-83 三川発電所における CO2分離回収系統図 
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図 3-84 三川発電所における CO2分離回収設備外観および 3D モデル図 

 
(b) 三菱重工業(株) ; アメリカ Petra Nova CCUS プロジェクト 

 

表 3-56 Petra Nova CCUS プロジェクト /CO2分離回収プラントの概要 

 
(出典: NKES 作成) 
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(出典: ENEOS「米国 Petra Nova CCUS プロジェクトにおける CO2回収量 500 万トン達成について」) 

図 3-85 Petra Nova CCUS プロジェクトの概念図 

 

 
(出典: 三菱重工業「CO2回収技術：CO2回収技術 実績紹介」) 

図 3-86 Petra Nova CCUS プロジェクトの CO2分離回収設備範囲 

 
  



 

3-94 

 
(c) 川崎重工業(株)、公益財団法人地球環境産業技術研究機構(RITE) ; 関西電力舞鶴発電所 

 

表 3-57 関西電力舞鶴発電所/CO2分離回収プラントの概要 

 
(出典: NKES 作成) 

 
 

 
(出典: 関西電力「舞鶴発電所における CO2分離回収技術に関する実証試験に向けた業務契約の締結について」) 

図 3-87 関西電力舞鶴発電所における試験設備フロー図 
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(出典: Google Earth、川崎重工業「国内初 石炭火力発電所の燃料排ガスから固体吸収剤を用いて二酸化炭素を 

分離・回収する省エネルギー型試験設備の運転を開始」等に基づき NKES 作成) 

図 3-88 関西電力舞鶴発電所における CO2分離回収試験設備の俯瞰図、外観 

 
 

(d) 日鉄エンジニアリング(株) 
 

表 3-58 日鉄エンジニアリング(株) CO2分離回収設備の概要 

 
(出典: NKES 作成) 
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(出典: 新日鐵住金エンジニアリング技報 vol.5 (2014)「ESCAP (Energy Saving CO2 Absorption Process)」) 

図 3-89 ESCAP フロー図 

 
 
 

  
(出典: 日鉄エンジニアリング「先進的 CCS 事業と省エネ型 CO2分離回収技術 (ESCAP)」(2024)) 

図 3-90 プラント外観  

 
(e) 技術課題 

CO2 分離回収設備技術は開発途上にあり、現時点では以下のような課題がある。 
• 現状のCO2分離回収設備の回収量は最大でも 5,000 t/day程度であり、大型火力発電所のCO2

排出量と比べて小さい。(図 3-91 参照) 
• 既設火力発電所への CCS 付加を鑑みると、配置スペースが制約となり得る。従い、CO2 分

離回収設備の小型化が課題である。(表 3-59 参照) 
 

室蘭液化炭酸工場における CO
2
分離回収設備 新居浜石炭火力発電所における CO

2
分離回収設備 
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(出典: NKES 作成) 

図 3-91 現存の CO2分離回収設備規模と実発電所規模の領域  

 
 

表 3-59 CO2分離回収方式と回収量、必要スペース分析 

 
注) (1) Petra Nova CCUS プロジェクトの CO2回収量をベースとし、各プラントの CO2回収量とベースの比の 0.6 乗として 
必要スペースを算出。 
    (2) 回収率(発生、処理 CO2に対する回収割合)90% 
    (3) Bio-Energy with Carbon Capture and Storage の略称 
    (4) 本表の数値は一般的な情報をベースにしており、個別プラントの値とは異なる。 
(出典: NKES 作成) 
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また、火力発電所への CO2 分離回収設備付加により、発電効率低下および所内率増加となり、火

力発電所の収益性を悪化させる要因となるため、エネルギー消費の少ない吸収液の開発、および所

内率低減が課題である。 
表 3-60 に CCS 設備付加による発電効率等への影響を示す。 
 

表 3-60 各火力発電方式における CCS の有無による効率等の違い 

 
(出典:「経済産業省資源エネルギー庁 発電コスト検証 WG 令和 7 年 2 月報告書」より NKES 作成) 
 

(4) CO2輸送 
(a) CO2輸送船開発動向 
日本では実証事業として液化 CO2 、LPG 兼用の輸送船が開発されており、常温で輸送可能な液化

CO2 輸送船の開発が進められている。 
 

表 3-61 液化 CO2輸送船「えくすくぅる」の概要 

 
(出典: NKES 作成) 

  



 

3-99 

 
(出典: NEDO「世界初、低温・低圧の液化 CO2大量輸送に向けた実証試験船「えくすくぅる」が完成」(2023)) 

図 3-92 液化 CO2輸送船「えくすくぅる」 

 

表 3-62 液化 CO2輸送船「LCO2 -EP 船」の概要 

 
(出典: NKES 作成) 
 

 
(出典: ClassNK「液化 CO₂輸送船と浮体式液化貯蔵設備を開発、AiP 審査完了」(2025)) 

図 3-93 液化 CO2輸送船「LCO2 -EP 船」 

 
また、日本の他に、韓国、中国系企業が液化CO2輸送船の建造を行っている。表 3-63にこれら輸

送船の開発動向を示す。 
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表 3-63 CO2輸送船開発動向 

 
(出典: NKES 作成) 

 
(b) CO2輸送方法の検討および実証 

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が、CCS 事業の大規模化とコスト削減

に取り組むモデル性のある事業を「先進的 CCS 事業」として選定、CO2 の分離・回収から輸送、

貯留までを一体的に検討している。 
9 つの事業のうち、3 つの事業ではパイプラインによる輸送を検討している。 
図 3-94 および表 3-64 にこれら検証事業の概要を示す。 

 
(出典: JOGMEC 「Advanced Efforts for Commercialization of CCS」) 

図 3-94 日本における先進的 CCS 事業 
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表 3-64 パイプライン輸送がある先進的 CCS 事業 

 
(出典: JOGMEC 「令和 5 年度 先進的 CCS 事業の実施に係る調査成果報告会」より抜粋) 

 
JOGMEC「先進的 CCS 事業」に選定されているプロジェクトで、船舶輸送に関する調査・検討

を実施しているプロジェクトを表 3-65 に示す。 
 

表 3-65 船舶輸送が調査・検討対象の先進的 CCS 事業 

 
(出典: JOGMEC 成果報告会等の資料に基づき NKES 作成) 
 

(5) CO2貯留 
(a) 2050 年時点での CO2回収量試算 

PDP8R で示されている火力発電所からの CO2回収量は、約 3.2 Mt-CO2/year (2050 年時点)。 
仮に脱炭素化手段として水素/アンモニア/バイオマスを使わずに全ての火力発電所に CCS を付

加する場合の CO2 回収量は、約 183.0 Mt-CO2/year(2050 年時点)となる。 
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表 3-66 2050 年時点でのベトナム国内火力発電所における CO2回収量の試算 

 

 
(出典: PDP8R を基に NKES 作成) 
 

(b) CO2貯留地 
GCCSI によればベトナム周辺海域(一部陸地含む)には、表 3-67 に示すように計 11.8 Gt-CO2 の

貯留ポテンシャルが確認されている。一方、PDP8R に基づくベトナム国内の火力発電所からの最

大 CO2回収量(183.0 Mt-CO2/year)は、上記ベトナム周辺海域の貯留ポテンシャルと比べ十分小さい。 
また、貯留ポテンシャルの活用および輸送コストの観点から、回収した CO2 は海外ではなくベ

トナム国内への貯留が望ましい。 
図 3-95 から、現状において、ベトナム南部海域は CO2貯留ポテンシャルが高いと想定される。 
従い、本調査においては同海域への貯留を想定するが、ベトナム北部海域も CO2 貯留ポテン

シャルはあり、貯留域を特定するものではない。 
 

表 3-67 ベトナム国内における CO2貯留ポテンシャル 

 
(出典: NKES 作成) 
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(出典 : METI(2020), prepared by GCCSI) 

図 3-95 Underground Deep Strata with Possibility of CO2 Storage 

 
 

(6) CCS 設備付加に伴うコスト 
(a) 分離回収コスト 

CO2 分離回収コスト(USD/t-CO2)は、排ガス中の CO2 濃度に依存し、石炭火力よりもガス火力の

方がコスト(回収 CO2重量当たりの単価)が高い。(図 3-96 参照) 
技術進歩により、CO2 分離回収コストの低減が期待される。CO2 分離回収コストの予測を図 

3-97 に示す。 
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(出典: GCCSI, Technology Readiness and Costs of CCS (2021)) 
Note) 
(1) NGCC: Natural Gas Combined Cycle 
(2) SCPC: Supercritical Pulverized Coal 
(3) Mtpa: Million tonnes per year 

図 3-96 CO2分離回収量と分離回収コストの相関 

 

 
(出典: GCCSI, Technology Readiness and Costs of CCS (2021)) 

図 3-97 CO2分離回収コストの低減予測  
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(b) 輸送コスト 
図 3-98 に輸送量および輸送距離に対する輸送コストの輸送方法(船舶またはパイプライン)によ

る比較結果を示す。本図において、短距離かつ大容量の場合、パイプライン輸送の方がコスト有

利であり、長距離かつ小容量の場合、船舶輸送の方がコスト有利となる。 
 

 
(出典: GCCSI, Technology Readiness and Costs of CCS (2021)) 

図 3-98 船舶およびパイプラインによる CO2輸送コスト(容量および距離) 

 
(c) 貯留コスト 

貯留コストは貯蔵地の立地によって大きく異なるため不確実性が高いが、一般に分離回収コス

トに比べ低いと想定されている。 
CO2-EOR (Enhanced Oil Recovery)が適用される場合には貯留コストがマイナスになる事も想定さ

れる。 
オフショア貯留の半数以上は 35USD/t-CO2以下のコストになると想定されている。 

 

 
(出典: IEA, Energy Technology Perspectives 2020) 

図 3-99 アメリカにおける CCS プロジェクトコスト(陸上) 
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(出典: IEA, Energy Technology Perspectives 2020) 

図 3-100 アメリカにおける CCS プロジェクトコスト(洋上) 

 
(d) ベトナム火力発電所 CCS 設備付加追加コスト 

回収 CO2 重量当たりの単価は炭素価格(250 USD/ t-CO2)を下回ると予想される。(下表 (注 1)) 
 

表 3-68 ベトナム火力発電所 CCS 設備付加追加コスト 

 

 
(出典:NKES 作成) 
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(7) 導入スケジュール 

発電所における CCS 導入に向けたスケジュール案を図 3-101 に示す。また、分離回収、輸送、

貯蔵の各工程における検討結果を以下に整理した。 
 
(a) 分離回収 
 大型の CO2 分離回収の商用プラントである Petra Nova の事例 (4,776 トン/日。三菱重工業施

工)からすると分離回収プラントの建設は概ね 2 年 3 か月程度であると推定される。 
(b) 輸送 
 CO2運搬船による輸送となるが、大量の CO2を輸送する社会ニーズは無かったために適切な

既存船は無く、大容量の船の建造が望ましい。三菱重工業ウェブサイトに拠れば、同社グ

ループの三菱造船はすでに実証用として 1,450 m3 クラスの CO2 運搬船 (えくすくぅる)を 1
隻受注、引き渡しが完了している。他国だが大型船の事例から考えると建造に要する日数

は、就航までのリードタイムとして 2 年 3 か月程度と推定される。(建造発表日から引き渡

し日) 
(c) 貯蔵 
 CO2 貯蔵の苫小牧プロジェクトの事例からすると、FS および融資のために約 2 年、

NTP(Notice To Proceed)から 4 年程度、リードタイムとして 6 年程度と推定される。 
 

 
(出典:NKES 作成) 

図 3-101 発電所における CO2分離回収、輸送、貯蔵設備の導入スケジュール案  
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(8) 日本企業の競争優位性分析(CCS) 
CCS バリューチェーンにおける日本の強みを図 3-102 に示す。 
 

 
(出典: 資源エネルギー庁 「今後の CCS 政策の方向性について」(2024)) 

図 3-102 CCS バリューチェーンにおける日本の強み 

 
(a) 分離回収分野 

CCS の分離回収分野における CO2 分離回収技術を有する日本企業の分析を表 3-69 に示す。ま

た、日本企業の競争優位性の分析結果を以下に示す。 
 
 日本の主要CO2分離回収設備メーカー各社は、高性能・低コストの吸収液を開発している。 
 三菱重工業は、商用 18 基を納入済みで商用 CO2 分離回収プラントの容量ベースで世界トッ

プシェアとなっている。 
 CO2 分離回収には熱源が必要である。効率的な分離回収のため、発電所側とのインテグレー

ションが不可欠である。発電所のエンジニアリングも手掛ける日本の重電メーカーは有利

となり得る。 
 CO2 分離回収設備や液化・貯蔵・荷役設備の EPC において、高いプラントエンジニアリン

グ力を有し、一貫したシステムを構築できるエンジニアリング力を有する。 
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表 3-69 CO2分離回収技術を有する日本企業の分析 

 
(出典:各社発表情報等を基に NKES にて作成) 

 
(b) 輸送分野 

CCS の輸送分野における液化 CO2 輸送船(3 方式)の特徴を表 3-70 に示す。また、日本企業の競

争優位性の分析結果を以下に示す。 
 
 三菱重工業が世界初となる液化 CO2 輸送実証船「えくすくぅる」を 2023 年に竣工してい

る。 
 液化 CO2 輸送には「低温低圧」、「中温中圧」、「常温昇圧」の 3 方式があるが、日本郵

船をはじめとする日本各社は全ての輸送方式を提供できるよう開発中である。 
 2025 年時点では韓国、中国がそれぞれ液化 CO2 輸送船を建造しているが、これらは低温低

圧もしくは中温中圧の輸送船である。 
 日本企業 7 社による液化 CO2 大規模輸送実現に向けた国内量産体制構築、輸送標準船型を

開発中である。 
 

表 3-70 液化 CO2輸送船(3 方式)の特徴 

 
(出典:各社発表情報等を基に NKES にて作成) 
 
上記を踏まえた日本企業の事業機会を表 3-71 に示す。  
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表 3-71 日本企業の事業機会(CCS 関連) 

 
(出典:NKES 作成) 

 
(9) 検討結果概要  

CCSに関する検討・調査結果を表 3-72に纏めて示す。現行技術では回収の絶対量を確保できな

いものの、回収 CO2重量当たりの単価が 100～150 USD/t-CO2 となる。 
 

表 3-72 CCS 技術の現状分析(まとめ) 

 
(出典:NKES にて作成) 
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1) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 

図 3-126 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 
2) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-127 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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3) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 3-128 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 
 

  



 

3-146 

(3) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(a) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
1) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 

表 3-100 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 3-129 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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2) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 

表 3-101 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-130 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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表 3-102 (秘匿情報を含むため非公開とした。)  

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-131 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 
4) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-132 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 

表 3-103 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 3-133 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 
5) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 

表 3-104 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 3-134 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 

表 3-105 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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表 3-106 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 

表 3-107 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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8) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-135 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 
10) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-136 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 

表 3-108 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 

11) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 

表 3-109 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 

 
 
 
 
 
 
 

図 3-137 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 
(b) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
1) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 

表 3-110 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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2) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 

表 3-111 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 

表 3-112 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
1) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 

2) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 

(d) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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表 3-113 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 

図 3-138 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 
2) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-139 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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3) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-140 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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(4) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 

(a) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-141 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 

表 3-114 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-142 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-143 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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表 3-115 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-144 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 
(b) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 3-145 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 
(c) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 
1) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 

表 3-116 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 3-146 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 
2) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 

表 3-117 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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3) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 

表 3-118 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-147 (秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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4) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 3-119 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 3-148 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 

表 3-120 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 

5) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 

表 3-121 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-149 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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(d) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
1) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 

表 3-122 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 

表 3-123 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 

(e) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 

1) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 

  



 

3-174 

(f) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 

 

表 3-124 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
(秘匿情報を含むため非公開とした。)   
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 

 

 

 

図 3-150 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 
2) (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-151 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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3.4 打ち手の案とその評価②(変動型再生可能エネルギーに関する分析) 

3.4.1 VRE 導入の段階的枠組み 

 
(1) VRE 導入段階に関する基本的な概念 

IEA が 2024 年に発表した“Integrating Solar and Wind: Global experience and emerging challenges”にお

いて、VRE 導入の増加が電力システムに与える影響を 6 段階で設定している。 

 
(出典:“Integrating Solar and Wind: Global experience and emerging challenges” p.27, IEA, 2024 を NKES にて加工) 

図 3-152 VRE 導入の段階的枠組み 

(2) VRE 導入段階別、プロセス別の重点対策分野 
さらに、6 段階に対しての重点的な取組をプロセスごとにも IEA が整理している。系統容量の増

強だけでなく、電力システムの柔軟性が段階的に求められている。 
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(注 1): 段階別の重点行動案は、優先順位の時間軸を表しているが、特定のシステムの状況によっては、そのシステム特有の課題に

対処するための調整が必要になることもある。 
(注 2): 略語は以下のとおり。 

AGC =自動発電制御； 
DLR =ダイナミック・ライン定格 (dynamic line rating)； 
EMS =エネルギー管理システム； 
OLTC =負荷時タップ切換装置 (on-load tap changers)； 
SCADA =監視制御データ収集 (supervisory control and data acquisition) 

(出典:“Integrating Solar and Wind: Global experience and emerging challenges” p.27, IEA, 2024 を NKES にて加工) 

図 3-153 VRE 導入段階別またはプロセス別の重点対策分野 

また、VRE 導入に向けた対策事例として以下のような取り組みが考えられる。 
① 揚水発電の追加 

特に発電運転と揚水運転をシームレスに切り替えられる Ternary System の採用が推奨され

る。 
② DC/AC Inverter への Virtual Synchronous Generator Function 付加の義務付け 
③ 周波数調整・電圧調整・負荷調整等のAncillary Service 料金化による系統調整への Incentive

の付与 
④ 無効電力調整能力の増強 
⑤ SSS クラッチ設置による発電機のコンデンサー運転の採用 

 

3.4.2 PDP8R に基づく VRE 導入の妥当性評価 

 
(1) ベトナムの VRE 導入状況および予測 

IEA によると PDP8R 発表以前のデータに基づき、ベトナムは 2030 年において Phase 3 と予測され

ている。 
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(出典:“Countries in phases of variable renewables integration, 2023-2030” (Last updated 11 Sep 2024), IEA を NKES にて加工) 

図 3-154 IEA によるベトナムの VRE 導入段階予想 

 
しかしながら、PDP8R では大幅に再生可能エネルギー導入量が増えている。複数のシナリオが推

定されているが、2030 年時点での VRE 割合は最低 28%ということから PDP8R 以前のデータに基づ

く Phase 3 の予想ではなく、Phase 4 に該当する可能性がある。さらに、VRE 導入が低いシナリオで

も 2050 年時点で最低 74%であるため、Phase 5 以上の可能性もある。 
 

 
(出典: “Annual variable renewable energy share and corresponding system integration phase in selected countries/regions (Last updated 17 Jan 
2024)”, IEA を NKES にて加工) 

図 3-155 PDP8R に基づく 2030 年、2050 年時点でのベトナムの VRE 導入段階予想 
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(2) PDP8R に基づく VRE 導入および送変電増強計画等の分析 
(a) VRE の整備計画 

2021 年時点では、太陽光および風力発電のポテンシャルの高いベトナム南部地域で整備が進ん

でいた。しかし PDP8R では、2030 年までは北部中心、2030 年以降は南部中心に VRE の整備が計

画されている。 
これまでの大規模電力需要地はハノイ、ホーチミンであり、かつ大都市近隣地域で発電した電

力はそれぞれの大都市周辺へ送電する形態であり、南北の電力融通する体制ではなかった。

PDP8R に基づいて電源開発が進んだ場合、VRE の余剰電力を上手く分散させる電力システムが求

められる。したがって、ベトナム国内全体で VRE が発電した電力を融通するためには、国を南北

に横断する送電線および変電設備の増強が特に必要となってくる。 
 

 
(出典: ベトナム国電力セクターに係る情報収集・確認調査報告書(JICA, 2021 年 2 月)および PDP8R の情報に基づき NKES 作成) 

図 3-156 PDP8R に基づく 2030 年、2050 年時点でのベトナムの VRE 導入段階予想 

 
(b) 特別高圧送変電設備の整備計画 

PDP8R によると、超高電圧直流(Ultra-High-Voltage Direct Current, UHVDC)送変電設備が 2030 年

以降、超高電圧交流(Ultra-High-Voltage Alternative Current, UHVAC)送変電設備が 2035 年以降、南

北を横断して整備が予定されている。しかし、その間も VRE の導入量は増大するため、既存の特

別高圧送変電設備の増強も必要となる。 
500kV、220kV 変電所は以下のとおりに計画されており、2025-2030 年は北部、次いで南部の増

強が中心となるが、その他の地域も一定の増強が計画されている。2031 年以降も北部、南部を中

心に増強が続くが、2031-2035 年の整備規模について考察すると、500kV 変電所は 2030 年以前に

整備される変電所計画規模とほぼ同等、220kV 変電所はやや小さくなる。 
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(注): 地域名などの情報を PDP8R から読み取ることができたが、計画の一部詳細は不明確であった。したがって、このグラフは正

確な値ではなく、おおよその傾向を示すものである。 
(出典: PDP8R の情報に基づき NKES 作成) 

図 3-157 500 kV 変電所(左図)および 200 kV 変電所(右図)地域別増強計画 

 
さらに、500 kV、220 kV 送電線も変電所と同様に北部、南部を中心とした整備が計画されてい

る。図 3-158 のとおり、2031-2035 年は 2030 年以前に整備される送電線計画規模より小さいこと

が分かる。(変電所)、(送電線)を整理した結果、2035 年までの変電所、送電線双方の増強計画から、

2030 年までに送電線は大半の増強を終える方針であることが分かる。 
 

 
(注): 地域名などの情報を PDP8R から読み取ることができたが、計画の一部詳細は不明確であった。したがって、このグラフは正

確な値ではなく、おおよその傾向を示すものである。 
(出典: PDP8R の情報に基づき NKES 作成) 

図 3-158 500 kV 送電線(左図)および 200 kV 送電線(右図)地域別増強計画 
 
(c) VRE と特別高圧送変電設備の比較 

VRE 導入容量と変電所増強計画を下図のとおりに地域別で比較すると、VRE が既に導入が進ん

でいるもしくは導入計画が多くある電力需要地域の北部、南部へ重点的に計画されている。前述

した送電線についても北部、南部も重点的に整備が計画されていることから、送変電の増強計画

と VRE 導入の重点地域は一致しており、マクロでは両者の増強、導入の方向性は問題ないことは

確認できた。 
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一方でミクロの評価を行うためには、潮流計算等の各種計算に基づく評価が必要になる。今回

の検討では詳細な計算、分析およびその評価は割愛する。 
 

 
(注): 地域名などの情報を PDP8R から読み取ることができたが、計画の一部詳細は不明確であった。したがって、このグラフは正

確な値ではなく、おおよその傾向を示すものである。 
(出典: PDP8R の情報に基づき NKES 作成) 

図 3-159 2025-2030 年 VRE 導入量と特別高圧変電所増強計画 

 

 
(注): 地域名などの情報を PDP8R から読み取ることができたが、計画の一部詳細は不明確であった。したがって、このグラフは正

確な値ではなく、おおよその傾向を示すものである。 
(出典: PDP8R の情報に基づき NKES 作成) 

図 3-160 2031-2035 年 VRE 導入量と特別高圧変電所増強計画 
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(d) 蓄電池の導入計画 
柔軟な電力システムを構築するためには、蓄電池の導入も必要になる。PDP8R では、一部特定

の発電所の近傍へ蓄電池を設置することが示されており、表 3-125 のとおりである。 
 

表 3-125 PDP8R における蓄電池プロジェクト(左表)、 
太陽光発電プロジェクトに付随する蓄電池計画(右表) 

 
(注): 左表は PDP8R において、蓄電池プロジェクトと題した項目に記載されている内容である。右表は太陽光発電プロジェクトと

題した項目に記載されている内容である。どのような基準で区別されているかは不明だが、プロジェクト名に重複は無い

ことから、別々の蓄電池プロジェクトとして整理されていると推測される。 
(出典: PDP8R の情報に基づき NKES 作成) 

 
また、蓄電池はVRE の近傍、もしくは電力需要地に分散設置することを推定し、2030年までに

蓄電池の容量は約 10,000～16,300 MW と予想している。さらに 2050 年には、95,983～96,120 MW
に達すると予想している。なお、導入地域は明言されておらず、あくまで導入量の計画値のみが

示されているため、VREの導入が推進される地域に設置されるかどうかは PDP8Rからは読み取れ

ない。 
 

(e) 揚水発電の導入計画 
南部地域が平坦であるという地理的要因から揚水発電はベトナム北部、中部に偏在しており、

南部では揚水発電による調整力は期待できないことが分かる。 
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(出典: PDP8R に基づき NKES 作成) 

図 3-161 地域別の水力発電プロジェクト状況(再掲) 

 
(3) ベトナム国内の VRE 推進に関する法規制等の分析 

2025 年 3 月 3 日にベトナム政府から政令 No.58/2025ND-CP が発行された。詳細は表 3-126 のとお

りである。同政令では、2030年に向けたVRE等の優遇制度、奨励策が規定されている。特に自己発

電・自己消費型電源と洋上風力に言及されている。 
 

表 3-126 政令 No. 58/2025ND-CP の概要 

 
(出典: 政令に基づき NKES 作成) 

 
次に再生可能エネルギーの開発に係る外資規制について整理を行ったが、再生可能エネルギーに

ついては明確な外資規制は確認できなかった。 
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表 3-127 ベトナム国内の発送変配電の投資規制 

 
(出典: NKES 作成) 

 
再エネ分野に外資規制は存在しないが、再エネで発電した電力を国家送電網を通じて取引するた

めの制度が十分に整備されていないことが、外資企業を含む民間投資の妨げとなっている。国家電

力網を介さない再生可能エネルギーの電力取引、例えば再生可能エネルギー発電所と工場を自営線

で接続して電力を売買するモデルについては既に自由化されたが、国家送電網を介した再エネ電力

取引メカニズムは、以下のような課題がある。 
 電力法において、EVN のみが買電者と認められ、その他の事業者は認められていない。 
 価格法では、EVN への売電価格調整メカニズム等を規定しているが、国家送電網を介して

EVN 以外の事業者と取引する際の市場価格生成メカニズム、すなわち価格決定法が不明。 
 

図 3-162 のとおり、2020 年代前半には電力自由化を目指していたが、第 1 段階である競争力発電市

場で 10 年以上止まっており、電力市場改革が思うように進んでいないのが現状である。 
 

 
(出典: NKES 作成) 

図 3-162 ベトナムの電力市場開発と市場段階(政令 No.63/2013/QD-TTg 時点での構想) 

 
なお, 国家送電網を介した再生可能エネルギーの電力取引モデルが成立した際に想定されている

構図は図 3-163 のとおりである。 
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(出典: NKES 作成) 

図 3-163 国家送電網を介した再生可能エネルギーの電力取引モデル 
 
(4) VRE 推進のための人材育成制度 

VRE の導入推進のためには高度な技術者がより必要となるが、表 3-128 のとおり、PDP8R では

人材育成ソリューションとして、電力関係従事者の高度化および再研修を実施すると記載されてい

る。 
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表 3-128 PDP8R での人材育成目標、内容 

 
(出典: NKES 作成) 
 
しかし、人材育成すべき人数の目標値や新たな人材確保については言及されていない。一方でベ

トナム国内の活動で確認できた VRE ならびに電力関係の高度人材育成プログラムは表 3-129 のと

おりである。 

表 3-129 VRE 関係の人材育成制度の一例 

 
(出典: NKES 作成) 

 
また、ベトナムにおける 2000 年ごろから約 15 年間の再エネ分野における雇用機会について分析

した報告書を精査すると、太陽光発電は 3.54 人/MW、風力発電は 2.66 人/MW であり、うち約 83%
が建設段階、約 17%が運用(Operation and Maintenance, O&M)段階での従事者であった。 

PDP8R の電源構成に基づき再エネの運用時の必要人材数を推計すると、図 3-164 のとおりであ

る。 
 

 
(出典: “Future skills and job creation through renewable energy in Vietnam - Assessing the co-benefits of decarbonizing the power sector, IASS 
Institute for Advanced Sustainability Studies Potsdam,2019”に基づき、NKES 作成) 

図 3-164 PDP8R 記載シナリオ別の太陽光、風力発電で確保が必要な従事者数の推計 
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2030 年には太陽光、風力の合計で約 4.3 万人、2050 年には約 27.0 万人が必要となる。ただし、現

時点で従事している人材数も含まれている数値となるため、それぞれの数値から現在従事している

人材数を差し引いた人数が新規で雇用が必要な人材数となる。 
したがって、少なくとも現在より数万人以上の人材確保が必要と推測されるが、VRE 推進や送変

電設備の増強に合わせて短期的に大量の人材を確保すること、確保した人材の熟練度をすぐに上げ

ることは難しい。そのため、現在の従事者について、より合理的な人材配置を検討することに加

え、AI 利用による O&M 業務の適正化、省力化を図る必要がある。 
また、揚水発電や送変電に関する雇用機会は情報が無いため推計できないが、開発計画を踏まえ

ると同様に大量の人材確保が必要となると考えられる。 
 

(5) VRE 導入に伴う統合コストに関する分析 
図 3-165 のとおり、従来の電源(火力等)の電源比率が小さくなり、VRE の割合が高くなると、系

統増強等が必要となる。この場合に発生する各種コストをまとめて統合コストと呼ぶ。また表 
3-130 のとおり、統合コストは 4 つに分類でき、そのうちプロファイルコスト(時間的な需給の乖離

を補うためのコスト)はさらに 4 つに区分することができる。 
 

 
(出典: Re-Defining System LCOE: Costs and Values of Power Sources, Yuhji Matsuo, 2022) 

図 3-165 電力システムの総費用とその構成 
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表 3-130 CINT(統合コスト)の内訳 

 
(出典: 変動性再生可能エネルギー大量導入時の電力部門の経済性評価 – モデル分析からのインプリケーション-, 松尾 雄司、日本

エネルギー経済研究所、2020) 
 
日本の分析事例を図 3-166 に示す。VRE 導入率(GWh ベース)が 50%前後から急激に増加していく

と示唆されている。図 3-167 に示すドイツの分析事例では、ルーフトップ太陽光、地上型太陽光、

陸上風力、洋上風力の VRE 別統合コストが示されており、洋上風力による統合コストが大きいこと

が示されている。 
 

 
(出典: 2050 年カーボンニュートラルに向けた我が国のエネルギー需給分析、秋元 圭吾、佐野 史典、本間 隆嗣、地球環境産業技

術研究機構、2024) 

図 3-166 日本における太陽光、風力発電の増加に伴う系統統合費用予測事例 
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(出典: The Integration Costs of Wind and Solar Power -An Overview of the Debate on the Effects of Adding Wind and Solar Photovoltaic into 
Power Systems- Background, Agora Energiewende, 2015) 

図 3-167 ドイツにおける VRE 別の系統統合費用の分析 

 
なお、具体的な統合コスト試算には、各国それぞれの電力システム事情や人件費等のコストを考

慮したシミュレーションに基づいて行う必要がある。他国の事例分析から傾向は参考となるが、コ

スト感や VRE 導入割合がベトナムに必ずしも当てはまるものではないことに留意が必要である。 
 
ベトナムにおける分析事例を整理すると、表 3-131 のとおりである。各種レポート、論文におい

て統合コストに関して部分的に検討が為されているが、日本の事例やドイツの分析事例のように

xxx JPY/kWh や xxx EUR/kWh 等、電源別に統合コストを定量的に整理しきれていない。 
 

表 3-131 ベトナムにおける統合コストに関する分析事例(レポート、論文) 

 
(出典: NKES 作成) 

 
また、統合コストというのは、再エネ発電による変動吸収の運転の手間、系統整備費用などを含

み、これは非再エネ電源の事業者が主に負担することが求められる費用である。 
 

(6) ベトナムの VRE 導入推進に関する課題分析 
PDP8R に基づき、VRE 導入に対する技術的な課題を整理すると表 3-132 のとおりである。ここで

いう技術的なノウハウというのは、先述した 3.4.1 で記載されているような VRE 割合に応じた系統



 

3-190 

シミュレーションの模擬できる能力やシミュレーションを踏まえた系統の改善、改良計画の立案能

力だけでなく、リアルタイムでの出力変動吸収を中央給電指令所といった指令室で管理できる能力

も含んだ計画から運転まで多岐に渡る技術的なノウハウを指す。 
 

表 3-132 VRE 導入に対する技術的な課題 

 
(出典: NKES 作成) 

 
VRE 導入に対応するため、系統容量増強を図っているものの、柔軟な電力システム構築が必要で

あることから、ソフト面での強化も必要である。さらに、ハード／ソフト両面の強化全てを計画年

次に収めるためには、時間が足りない可能性がある。 
調整力がある電源には地域的な偏在性があり、特に南部は揚水発電のポテンシャルが小さいため、

蓄電池による調整力が期待される。しかし、PDP8R において蓄電池プロジェクトの開発地域はほぼ

言及が無く、どの地域が開発重点地域となるか不明である。 
次に、制度的な課題を整理すると表 3-133 のとおりである。 
 

表 3-133 VRE 導入に対する制度的な課題 

 
(出典: NKES 作成) 

 
VRE 導入に対して送変電含めたプロジェクトを推進するためには、迅速な行政の対応が必要とな

るが、現時点で既に PDP8 で計画したプロジェクトに遅延が発生しており、PDP8R の計画に対して

も同様に影響が予想される。国家送電網を介した電力取引メカニズムの見直しが、VRE 導入促進に

おける民間の投資の鍵となる。さらに、VREおよびVREに対する送変電や調整力を提供する設備の

増設には、大量の人材が必要となる。 
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(7) ベトナムの VRE 導入推進に関する提言 
技術的、制度的課題の分析から、VRE の導入を推進するためには表 3-134 のような対応を提言す

る。 
 

表 3-134 VRE 導入に伴う提言 

 
(出典: NKES 作成) 
 

VRE 導入に伴い、電力系統側は膨大な人的、物的リソース確保が必要となるため、それらを確保

もしくは負担を合理化できるような施策を進めることが重要になる。 
また、系統増強等の計画をベトナム全国で並行して推進することは難しいため、優先順位をつけ

た上でタイムラインを設定し、取り組み方針を明らかにする必要がある。 
さらに、VRE 導入割合増加に伴って増加する統合コストは電力価格などに転嫁されることが考え

られる。国家の運営にあたり、電力価格への国民の関心は非常に高いため、電力価格へ転嫁など統

合コストの観点からも十分に議論する必要がある。 
 

3.4.3 日本企業の競争優位性の分析 

 
(1) ベトナムにおける太陽光分野への外資系参入状況 
まず地上型の大規模太陽光発電プロジェクトについて整理したところ、表 3-135 のとおりである。

アジア勢が多く参入しており、一部欧州や北米企業が参入していることを確認した。特に中国勢の

Trina、Jinko、LONGi、JA Solar いずれもベトナム国内にモジュール生産工場を有しており、アメリ

カの First Solar もホーチミン市にモジュール生産工場がある。マレーシア、タイ、インドネシアなど

に海外工場を持つ日本勢も、ベトナムには工場を持っていない。 
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表 3-135 (地上型)大規模太陽光発電プロジェクトの外資系参入状況 

 
(注 1): 公開情報に基づき整理したため、プロジェクトエリアは参考情報。 
(注 2): EDP Renewables は 2022 年に Sunseap を買収した。 
(出典: NKES 作成) 
 
次に産業用ルーフトップ太陽光発電だが、表 3-136 のとおりである。地上型大規模太陽発電と同

様にアジア勢が多く参入しており、一部欧州や北米企業が参入している。主に工業団地内案件にお

いて、外資系の参画を確認した。 
  



 

3-193 

 

表 3-136 (産業用)ルーフトップ太陽光発電プロジェクトの外資系参入状況 

 
(注): 公開情報に基づき整理したため、プロジェクトエリアは参考情報。 
(出典: NKES 作成) 
 
最後に住宅用ルーフトップ太陽光発電は、表 3-137 である。ベトナム国内の中小企業が主体と

なって市場展開しており、開発事業者や EPC 事業者という点では外資系の参入は確認できなかった。

一方、地上型大規模や産業用ルーフトップと同じく、中国勢のモジュールが採用されていることを

確認した。 
 

表 3-137 (住宅用)ルーフトップ太陽光発電プロジェクトの外資系参入状況 

 
(出典: NKES 作成) 

 
(2) ベトナムにおける陸上風力分野への外資系参入状況 

整理した内容を表 3-138 に示す。タービンを提供する企業の多くは欧州、北米勢が提供している

が、一部アジア勢もタービンだけでなく、タワー部分についても提供している。また、開発事業者

としては欧州、アジア勢共に参画している。  



 

3-194 

表 3-138 陸上風力発電プロジェクトの外資系参入状況 

 
(注): 公開情報に基づき整理したため、プロジェクトエリアは参考情報。 
(出典: NKES 作成) 
 
(3) ベトナムにおける洋上風力分野への外資系参入状況 

整理した内容を表 3-139 に示す。欧州勢が多く、特にデンマーク企業が参入済み、もしくは参入

計画中にある。先述のとおり、再生可能エネルギーで発電した電力を国家送電網を介した取引など

の法制備等が整っていないことから、参入を決めかねている会社が多い。 
世界最大の洋上風力発電会社の Orsted(デンマーク)は参入をしたものの、規制や政治的不安定性を

理由にベトナム市場への投資を停止、エネルギー会社の Equinor (ノルウェー)は既にベトナムの洋上

風力市場から撤退している。 
 

表 3-139 洋上風力発電プロジェクトの外資系参入状況 

 
(注): 公開情報に基づき整理したため、プロジェクトエリアは参考情報。 
(出典: NKES 作成) 
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(4) ベトナムにおける蓄電池分野への外資系参入状況 
蓄電池においては PDP8R に記載のとおり、太陽光発電所に共に設置される蓄電池など、現時点で

は市場は限定的で外資系の参入状況も同様であった。 
表 3-140 のとおり、蓄電池事業の実例を確認できた企業の中では南部地域での活動が中心となっ

ており、南部は揚水発電のポテンシャルが他の地域に比べて小さいため、地域のニーズと一致して

いる。 
 

表 3-140 蓄電池プロジェクトの外資系参入状況 

 
(注): 公開情報に基づき整理したため、プロジェクトエリアは参考情報。 
(出典: NKES 作成) 
 
(5) ベトナムの再生可能エネルギー市場における日本企業の競争優位性について 
太陽光については一部日本企業が参入しているものの、日本国内と同様に中国企業の市場影響力

が強く、日系企業の優位性は高くない。陸上風力については開発が進んでいるが、欧州系が開発事

業者として強く、EPC 事業者もしくはサプライヤーは欧州勢、東アジア勢が半々程度であることか

ら、こちらも日系企業の優位性は高くない。 
さらに洋上風力について、洋上風力施工実績を有する欧州企業が既に一部撤退していること、調

査段階で止まっている企業を多数確認したことから、ベトナム市場での洋上風力市場は思うように

形成が進んでいないと考えられる。また撤退背景には、ベトナムの電力市場の改革が思うように進

んでおらず、プロジェクトの実現までに時間が要すること、世界的な洋上風力の潮流を受けて事業

継続には利益が高そうな地域でのプロジェクトへ企業内リソースを集中させるという判断からベト

ナム市場からの撤退を決めたと推測される。 
 
再エネ関連市場は発電設備だけが主役ではなく、再エネから送電された電力を上手く調整する系

統側でのビジネスにもポテンシャルがある。表 3-141 に日本、中国、欧州企業の得意分野を示す。

日本企業が日本市場で培ってきた得意としている技術は再エネ発電そのものではなく、アンシラ

リーサービスという、電気の品質を安定化させる要素である周波数、電圧の統合制御にある。 
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表 3-141 日本、中国、欧州企業の得意分野分析 

 
(出典:NKES 作成) 

 
同様の技術をもつのは欧州企業であるが、欧州では電力システムは早くから「市場」として設計

されてきた。国境を越えた広域系統を前提に、需給調整や周波数維持は個別設備の完全性ではなく、

多数の参加者を束ねる制度と市場によって達成されるものとされてきた。アンシラリーサービスも

その延長線上にあり、基本的に分単位で反応時間や出力精度といった要件が明確に定義された「商

品」として扱われる。したがって欧州企業の競争力は、各商品定義に適合する形で、大きな系統全

体に分散した電源や蓄電池を束ねる部分にある。 
一方、日本の電力システムは、同じく再エネ拡大を経験しながらも、まったく異なる前提で発展

してきた。日本は島国であり、系統の連系余力は限られ、自然災害も多い。そのため、電力の安定

供給は欧州のように市場によって平均化されるものではなく、現場で破綻させないことが強く意識

されてきた。結果として、アンシラリーサービスは「売る商品」というよりも、「電力システムを

守るために内包すべき機能」として扱われてきた。日本企業が強みを持つのは発電機、蓄電池、需

要設備を含む複数の実機をミリ秒から秒の時間軸で協調させ、推定外の事象が起きても系統を落と

さない制御を設計・実装する能力である。 
 
電気の品質を保つ欧州の制御システムも日本の制御システムも、通常運転では同じように周波数

を維持し、出力を調整しているように見えるが、系統が逼迫し、設備が部分的に機能を失い、制度

が想定していない事象が起きた瞬間に、前述した前提の違いが顕在化する。欧州では、そのような

状況を最終的に吸収するのは送電事業者と需給調整を束ねる制度であり、その吸収は確率論的。日

本はその瞬間を耐えきること自体が設備と制御の責任であり、設計思想は決定論的である。 
したがって、日本企業の競争優位性は系統の混雑、混乱等でも操業継続が求められる、産業イン

フラと直結したような環境でのアンシラリーサービスを提供する設備で強みがある。 
 

3.5 具体的な戦略策定 

3.5.1 火力発電所の脱炭素化に向けたロードマップ 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
亜臨界ボイラ×無煙炭セグメントの脱炭素化の方向性について分析する。技術的に実現可能であ

る場合、アンモニア専焼による脱炭素化を目指すことが第一案となる。他方、図 3-168 に示すよう

に、亜臨界ボイラ×無煙炭セグメントの最大の課題は、無煙炭ボイラに置いてアンモニア混焼技術

が実証化されておらず、かつ、高混焼率化に向けた今後の開発スケジュールが未定である点である。

そのため、仮に今後技術的に無煙炭ボイラでのアンモニア専焼が実現しなかった場合、CCS との併
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用もしくは市場からのクレジット調達によるオフセットを併用した形での脱炭素化を目指す形とな

る。また、第二案として、プラント近接地に大規模用地を確保することで、CCS 中心での脱炭素化

を目指すことも考え得る。 
 

 
(出典: NKES 作成) 

図 3-168 火力発電設備企業各社の水素対応型開発動向まとめ（再掲） 

このように多様な可能性がある中で、まず取り組むべきは、亜臨界ボイラ×無煙炭セグメントに

おけるアンモニア混焼/専焼の可能性を探ることである。まずは 2%程度の混焼実証を 2030 年より手

前で実施できるよう、2026、2027 年度で個別プラントにおける詳細な F/S と、アンモニア混焼の実

証計画を策定することが望ましい。並行して、CCS の貯留地選定と必要な用地の確保に向けた検討

は実施すべきである。2020 年代後半から混焼実証を開始し、2035 年頃にかけて混焼率を 20%程度に

まで拡大できることが望ましい。この段階で、専焼化実現可能性が高いと見込まれる場合は、引き

続き専焼化に向けた実証を継続し、アンモニア専焼プラントの商用化に向けて専焼化実現が難しい

場合もしくはアンモニアの価格が想定よりも高いことが見込まれる場合は、アンモニア混焼とオフ

セットもしくは CCS の併用による脱炭素化を目指す。仮に CCS 用地確保に成功し、かつ CCS の方

が安価な場合は、CCS 中心の脱炭素プラント商用化を選択する形が望ましい。 
なお、亜臨界ボイラ×無煙炭セグメントにおいては、改修に設計から 4 年 9 か月程度かかること

が見込まれる。そのため、最後のプラントでも 2045 年には設計を開始する必要がある。また、停止

期間は半年を見込んでいる。亜臨界ボイラ×無煙炭セグメントの発電所は 16 か所存在するため、仮

に停止期間にかぶりがないように改修を実施する場合、一号案件は遅くとも 2037 年には設計を開始

する必要がある。 
また、超臨界ボイラ×瀝青炭セグメントにおいては、アンモニア専焼を目指すことで脱炭素化を

目指すケースが、最も実現可能性が高いという結果が得られた。亜臨界ボイラ×無煙炭セグメント

と異なり、日本でも混焼化・専焼化の実証が進んでいる領域であるため、個別プラントの F/S は実

施しつつ、アンモニア混焼/専焼に関する技術動向を確認しながら、2035 年頃からの商用化導入を検

討する。なお、超臨界ボイラ×瀝青炭セグメントについては、改修に設計から 5 年 9 か月程度かか

ることが見込まれる。そのため、最後のプラントでも 2044 年には設計を開始する必要がある。停止

期間は、仮に半年と仮定すると、超臨界ボイラ×瀝青炭セグメントの発電所は 4 か所存在するため、

停止期間にかぶりがないように改修を実施する場合、一号案件は遅くとも 2042 年には設計を開始す

る必要がある。 
ガス火力発電所では、CCS を中心とした脱炭素化を進めることが最もコストの安い手段であるこ

とが分かった。他方、CCS 単体では完全な脱炭素化は実現できないため、CCS を可能な限り高効率
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で活用しつつ、水素混焼と併用しながら脱炭素化を目指していく道筋になると考えられる。また、

中・大規模のガス火力発電所については、改修に 4 年 9 か月程度かかることが見込まれる。そのた

め、最後のプラントでも 2045 年には設計を開始する必要がある。停止期間は仮に半年と仮定すると、

中・大規模の火力発電所は 18 か所存在するため、停止期間にかぶりがないように改修を実施する場

合、一号案件は遅くとも 2036 年には設計を開始する必要がある。 
これらを加味すると、脱炭素化に向けたロードマップは図 3-169 のように整理できる。 

 
(出典：NRI シンガポール作成) 

図 3-169 ベトナム石炭・ガス火力発電の脱炭素化に向けた全体ロードマップ 

なお、2025 年 7 月に、Decree119/2025 が発表されている。Decree119/2025 は、企業間の排出間取

引について定めた文書である。2025、2026年度からGHG排出枠の設定を試験的に実施する形となっ

ており、一部の火力発電所、鉄鋼生産施設、セメント生産施設に関してはGHG 排出枠が設けられて

いる。2028 年度以降は全ての火力発電所に GHG 排出枠が設けられる予定である。短期的には、各

プラントの排出量を削減するには、オペレーションを高度化・効率化するか、オフセットするか、

バイオマスを活用する方法が考えられる。ただし、バイオマスはあくまでも短期的なソリューショ

ンであり、2050 年の絵姿から逆算した本ロードマップにおいては言及しない。なお、オフセットの

上限は排出枠の 30%と設定される見込みである。 

3.5.2 ロードマップ実現に向けた課題と解決に向けたアクションプラン 

3.5.1 にて検討したロードマップの実現に向けては、3.3 で検討したとおり、アンモニア混焼、水

素混焼、バイオマス混焼、CCS それぞれの導入において、サプライチェーン、コスト、環境影響の

観点で多様な課題が存在する。これらの課題を改めて取りまとめると、図 3-170 のように整理され

る。 
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(出典：NRI シンガポール作成) 

図 3-170 全体ロードマップ実現に向けた課題 

特に課題として大きいのはコストの問題である。図 3-171 は亜臨界×無煙炭セグメントにおいてアン

モニア混焼⇒専焼化プロセスを 2030 年から 2050 年にかけて実施したと仮定した際の、費用便益分析結果

である。作成における仮定は下記のとおりである。 
・アンモニア混焼・専焼化によるコスト増分と、CO2排出量削減による環境価値を比較して作成 
・CAPEX は運転開始前年度に全て発生すると仮定 
・2039 年までは混焼率 20%、2040～2045 年までは混焼率 50%、2046 年以降はアンモニア専焼化

という前提で試算 
・混焼率増加、専焼化における追加 CAPEX は考慮していない 
図 3-171 のとおり、一番炭素価格が高い Net Zero Scenario を除き、各年においてアンモニア混焼・

専焼化の導入コストが CO2 排出量削減による環境価値を上回ることは考えにくいという結果が得ら

れた。他方、炭素価格が高い Net Zero Scenario では、2050 年に炭素価格が 250 USD/t-CO2 になると

いう予測になっていることもあり、専焼化できれば一定の便益が得られるという分析結果になって

いる。これにより、各年のマイナス分について、何らかの政策的なインセンティブにより補填され

るか、或いはアンモニア価格が大幅に下がらない限り、アンモニア混焼・専焼化商用化は 2040 年代

後半まで実現しないことが分かる。 
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(出典：NRI シンガポール作成) 

図 3-171 亜臨界×無煙炭におけるアンモニア混焼・専焼導入時の費用便益分析 

同様の分析を、瀝青炭×超臨界セグメントにおいても実施した結果が、図 3-172 となる。瀝青炭

×超臨界セグメントの場合、炭素価格が Announced Pledged Scenario で推移しても、2045 年頃には便

益が費用を上回るという分析結果となった。また、Stated Policies Scenario であっても、毎年のマイ

ナスは亜臨界×無煙炭セグメントにおける分析結果と比較すると小さく、瀝青炭×超臨界セグメン

トにおける、アンモニア混焼・専焼のコスト面でのフィージビリティは相対的に高いと考えられ

る。 

(出典：NRI シンガポール作成) 

図 3-172 瀝青炭×超臨界におけるアンモニア混焼・専焼導入時の費用便益分析 

また、中・大規模のガス火力発電セグメントにおいて、CCS・水素混焼の双方の活用による脱炭素化

を目指す場合の費用便益分析結果が図 3-173 である。中・大規模のガス火力発電所においては、CCS を

最大限活用し、脱炭素化に向けた不足分を水素混焼で補うことで、コストを抑えながら脱炭素化を達成

することができることが分かる。 
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(出典：NRI シンガポール作成) 

図 3-173 中・大規模のガス火力発電におけるアンモニア混焼・専焼導入時の費用便益分析 

コストについて深堀検討を実施したが、ロードマップを実現するために直面する課題を解決し、

脱炭素化を実現するための打ち手は、図 3-174 のように整理される。各打ち手において、日本の取

組状況を参考にしながら、アクションプランとして具体化を実施する。 

 
(出典：NRI シンガポール作成) 

図 3-174 課題解決に必要な打ち手の整理 

 
(a) 具体的な脱炭素計画の策定 

日本では、発電所毎に脱炭素化ロードマップを作成している。図 3-175 は、碧南火力発電所 4 号

機の脱炭素化ロードマップである。2026 年度、2027 年度にかけて、発電所毎に異なる施設・設備要

件を加味しながら発電所単位での脱炭素化ロードマップを作成することが重要である。 
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(出典：001_04_00.pdf) 

図 3-175 碧南火力発電所 4 号機の脱炭素化ロードマップ 

(b) 国内燃料製造の検討/輸送・貯蔵インフラの拡充/燃焼技術の確立 
日本では、2030 年時点で年 300 万トン、2050 年に年 3,000 万トンの燃料アンモニアが国内需要と

して発生すると予想されている 9中で、2020 年時点では約 80 万トンしか原料用アンモニアが製造さ

れていない。そのため、市場の拡大に対応する燃料アンモニアサプライチェーンの構築が急務であ

る。そこで、NEDO のグリーンイノベーション基金事業という枠組みの中で、698 億円の予算を確

保し、アンモニア供給コストの低減並びにアンモニアの発電利用における高混焼化・専焼化に関す

る検討を実施している。 
他方、日本の場合は日本国内単体での燃料製造が難しいため、オーストラリアや UAE と燃料アン

モニアの製造を見据えた共同調査を民間企業単位で実施している状況である。 
(c) CCS 分離回収技術の確立/輸送・貯蔵インフラの拡充 

CCS 分離回収技術の確立においては、図 3-176 に示すように回収・輸送・貯蔵・利用の各サプラ

イチェーンと、研究開発・実証・商用化の各事業フェーズにおいて、網羅的な支援スキームを整備

している。加えて、普及のために、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度（SHK 制度）におけ

る算定方法検討会を組織し、国内制度における CO2 カウントルールの整備を実施している状況であ

る。 
特に JOGMEC が実施している先進的 CCS 事業では、回収源・輸送方法・CO2貯留地域のバランス

を踏まえながら、9 件の事業を採択し、CCS バリューチェーンの設計並びに CAPEX・OPEX の精緻

化を実施する、F/S 段階で発生する費用を全額 JOGMEC が負担する形をとっている。 

 
9 020_04_00.pdf (2026 年 1 月 26 日閲覧) 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/power_generation_benchmark/pdf/001_04_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_innovation/energy_structure/pdf/020_04_00.pdf
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(出典：021_04_00.pdf) 

図 3-176 日本の CO2分離回収技術に対する支援スキーム 

 
(d) コスト低減策 

日本では、JOGMEC が中心となり、低炭素アンモニア供給事業制度を整備している。これは、継

続的に低炭素水素・アンモニアなどを供給するために、低炭素水素・アンモニアなどの価格（基準

価格）と既存燃料・原料の価格（参照価格）の差額を支援する制度である。 
また、CCSに関しては、CCS支援制度が整備予定である。2030年までのCCS事業開始を目標に、

炭素価格と CCS コストの差分を CAPEX のみならず OPEX でも支援する制度である。 
なお、CCS 事業に対する諸外国の支援事例は、2024 年時点で下記が判明している。多くの国で、

CAPEX に対する直接補助＋OPEX に関しても、炭素価格との価格差に関する支援を実施する見込み

である。 

 
(出典：002_03_00.pdf) 

図 3-177 諸外国における CCS 支援制度 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_innovation/energy_structure/pdf/021_04_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shigen_nenryo/carbon_management/ccs_wg/pdf/002_03_00.pdf
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(e) 環境影響への配慮 
特に NOx 規制について、日本では大気汚染防止法によって、工場及び事業場から排出される大気

汚染物質に対する規制方式の中で整備されている 10。NOx 排出規制は、施設・規模ごとの排出基準

が 60～950ppm の間で設定され、総量規制が総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設定される二

段階方式にて整備されている。火力発電所においてアンモニアを混焼する場合も、この規制の範囲

内に NOx を抑える必要がある。 
(f) 安全配慮・管理 

水素・アンモニアの保安については、高圧ガス保安法令の一般高圧ガス保安規則によって、アン

モニアを可燃性ガス及び毒性ガスとして規定した上で、発電用火力設備の技術基準において、水

素・アンモニア双方に対して、「適切材料の選定」「ガス漏洩対策（安全弁、除外措置、二重管、

ガス検知等）」「離隔距離（アンモニア容器・貯槽）」「識別措置（危険標識の設置等）」につい

て明記している。加えて、今後、離隔距離の適正化、大規模漏洩等発生時のリスクアセスメントの

実施、防災対策指針としてのガイダンス作成、検査方法におけるガイドラインの策定を実施してい

く予定である。 
また、CCS に関しては、CCS 事業法 11を 2024 年に新規に整備し、試掘・貯留事業の許可制度の創

設、貯留事業者に対する規制 (貯留槽の温度・圧力等のモニタリング義務とモニタリング費用の引

当金積立義務、各種保安規制等)、CO2 の導管輸送事業に関する届出制の採用並びに保安規制を定め

ている。 
 

これらの日本の取組を参考としながら、ロードマップ実現のために取るべき具体的なアクション

プランを下記のように整理した。このうち、水色部分が日本OEMの強み打ち込みに役立つアクショ

ンとなる。 
最初に実施すべきは、個別プラントにおける脱炭素化ロードマップの策定と、並行して、各プラ

ントにおける CCS 設備の設置場所の確認である。用地が不十分なプラントでは、拡張の可能性を早

い段階から確認する必要がある。 
また、CCS に関しては、CCS 機器メーカーのベトナムへの進出優先度を高めるために、貯留適地

の明確化に向けた実証と、CCS に関する法制度フレームワークの整備を前手で進める必要がある。 
亜臨界ボイラ×無煙炭においては、アンモニア混焼技術が未確立であるため、超小規模から混焼

の実証を実施することが重要である。そのために、2027 年までに 2%程度の混焼の実証計画を策定

することが重要である。 

表 3-142 アクションプラン 

対 象 技

術 

対象プラ

ント 

打ち手 時期 アクション

プラン 

概要 実施主体 

全て 全て 具体的な脱

炭素化計画

の策定 

～2027 個別プラン

トにおける

脱 炭 素 化

ロードマッ

プの策定 

本 MP との整合を取

りながら、発電所単

位での脱炭素化ロー

ドマップ策定 

EVN 発電

所 技 術 部

隊 

ア ン モ

ニア 
亜臨界ボ

イ ラ × 無

煙炭 

具体的な脱

炭素化計画

の策定 

～2027 2%程度の混

焼の実証計

画の策定 

(秘匿情報を含むた

め非公開とした。) 
EVN 主要

発 電 所 技

術部隊 

 
10 工場及び事業場から排出される大気汚染物質に対する規制方式とその概要 | 大気環境・自動車対策 | 環境省 

(2026 年 1 月 27 日閲覧) 
11 001_03_00.pdf (2026 年 1 月 27 日閲覧) 

https://www.env.go.jp/air/osen/law/t-kisei1.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/carbon_dioxide/pdf/001_03_00.pdf
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対 象 技

術 

対象プラ

ント 

打ち手 時期 アクション

プラン 

概要 実施主体 

水 素 ・

ア ン モ

ニア 

全て 国内燃料製

造の検討 
～2030 国内での燃

料製造可能

性の検討 

水素・アンモニア燃

料の国内製造の可能

性を検討 

EVN 経由

で 政 府 に

打ち込み 

水 素 ・

ア ン モ

ニア 

全て 国内燃料製

造の検討 
2030 ～
2040 

国内燃料製

造における

実証計画の

策定・実証 

水素・アンモニア燃

料の国内製造に関す

る実証計画の策定・

実証実施 

EVN 経由

で他事業

者に打ち

込み 

CCS 全て 輸送・貯留

インフラの

拡充 

2026 ～

～2030 
CO2 貯 留 場

所の確認 
CO2 貯留適地と適地

までの輸送方法を明

確化する 

EVN（必

要に応じ

関連日系

企業も巻

き込み） 

CCS 敷地面積

が狭いプ

ラント 

輸送・貯留

インフラの

拡充 

2026 ～
2035 

大規模 CCS
設備用用地

の取得 

CCS による回収率を

高めるために、設備

を整備する 

EVN 該当

主 要 発 電

所 技 術 部

隊 

水 素 ・

ア ン モ

ニア 

Jetty 整備

が不十分

なプラン

ト 

輸送・貯留

インフラの

拡充 

2030 ～
2035 

Jetty の拡張 水素・アンモニアを

石炭・ガスと並行し

て受け入れられるよ

うな Jetty の拡張 

EVN 該当

主 要 発 電

所 技 術 部

隊 

水 素 ・

ア ン モ

ニア 

敷地面積

が狭いプ

ラント 

輸送・貯留

インフラの

拡充 

2030 ～
2040 

発電所内輸

送・保管場

所の整備 

発電所内の水素・ア

ンモニアの輸送・貯

留スペースを整備 
必要に応じ周辺の土

地の買収による貯留

場所の拡張 

EVN 該当

主 要 発 電

所 技 術 部

隊 

ア ン モ

ニア 
亜臨界ボ

イ ラ × 無

煙炭 

燃焼技術の

確立 
2028 ～
2035 

2%程度の混

焼実証実施 
亜臨界ボイラ×無煙

炭における 2%程度

の混焼実証実施 

EVN 該当

主 要 発 電

所 技 術 部

隊 

水 素 ・

ア ン モ

ニア 

全て 燃焼技術の

確立 
常時 最新技術の

確認 
各技術の開発主体と

密接に連携を取りな

がら、最新技術動向

を常に確認 

日本コン

ソチー

ム、EVN
技術部隊 

CCS 全て CCS 分離回

収技術の 
確立 

常時 

水 素 ・

ア ン モ

ニ ア ・
CCS 

全て コスト低減

策 
2035 ～
2050 

OPEX 補助 既存燃料・原料の価

格と水素・アンモニ

ア・CCS の調達価格

の差分を補助 

EVN 経由

で 政 府 に

打ち込み 

CCS 全て コスト低減

策 
2035 ～
2050 

設備投資補

助 
設備投資のうち一定

程度の補助 
EVN 経由

で 政 府 に

打ち込み 
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対 象 技

術 

対象プラ

ント 

打ち手 時期 アクション

プラン 

概要 実施主体 

全て 全て コスト低減

策 
2035 ～
2050 

適切なFIT価

格の設定と

年限の延長 

アンモニア・水素・

CCS に関して FIT 価

格を設定し、2050 年

発電開始のものまで

対象 

EVN 経由

で 政 府 に

打ち込み 

全て 全て コスト低減

策 
2035 ～
2050 

エネルギー

関連設備投

資税額控除 

石炭・ガス火力脱炭

素化に向けた設備投

資のうち一定の%分

を法人税から控除 

EVN 経由

で 政 府 に

打ち込み 

水 素 ・

ア ン モ

ニア 

全て コスト低減

策 
2035 ～
2050 

発電効率設

定時に混焼

分を控除 

発電効率に基づく発

電量規制を導入する

場合、混焼材の投入

量を控除して発電効

率を計算 

EVN 経由

で 政 府 に

打ち込み 

ア ン モ

ニア 
全て 環境影響へ

の配慮 
2027 ～
2030 

排出ガス中

の NOx 量の

上限規制 

NH₃：10 ppm、H₂：
5 % vol.など、排出

ガスに占める未燃水

素・アンモニア量の

上限を規制 

EVN 経由

で 政 府 に

打ち込み 

ア ン モ

ニア 
全て 安全性の担

保 
2027 ～
2030 

アンモニア

貯蔵指針の

策定 

大容量低温アンモニ

ア貯槽の導入など、

応力腐食割れを防ぐ

ための貯蔵指針の策

定 

EVN 経由

で 政 府 に

打ち込み 

ア ン モ

ニア 
全て 安全性の担

保 
2027 ～
2030 

アンモニア

保安ガイド

ラインの策

定 

アンモニアの取り扱

い、保安に関するガ

イドラインの策定 

EVN 経由

で 政 府 に

打ち込み 

CCS 全て 安全性の担

保 
2027 ～
2030 

CCS 保安ガ

イドライン

の策定 

CCS の保安に関する

ガイドラインの策定 
EVN 経由

で 政 府 に

打ち込み 

CCS 全て 法的フレー

ムワークの

整備 

2027 ～
2029 

CCS に関連

する法的フ

レームワー

クの整備 

日本のCCS事業法な

どを参考に、CCS に

関連する法的フレー

ムワークを整備 

EVN 経由

で 政 府 に

打ち込み 

(出典：NRI シンガポール作成) 
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3.5.3 実施戦略を通した日本裨益 

本報告書が公開され、かつ 3.5.1、3.5.2 で整理されたロードマップ・アクションプランが採用され

ることで、日本裨益として下記効果が期待される。 

① 将来の事業機会に対する予見可能性が高まる 

特に火力発電所の脱炭素化に関して、ロードマップをスペックインすることで、関連事業がいつ

頃ベトナムで立ち上がりそうなのか、予見可能性が高まる。 

また、送配電の最適運用に関しては、ベトナム側の事情・情報を正しく報告書に取りまとめるこ

とで、関連事業者に対してベトナムで事業を実施すべき／拡大すべきかの判断材料を提供する。 

② (特に日本のプラント機器メーカーに対して)スペックインしやすい 

特に発電効率や安全性の担保、環境影響への配慮は日本の混焼技術を有するプラント機器メー

カーの強みとなる領域であり、同領域に対する重要性を EVN に認知させ、かつ規制を厳しく設定す

ることで、日本企業が将来的にスペックインしやすい環境を整備する。 

なお、本報告書により裨益を受けうる日本企業群は表 3-143 のとおりである。 

表 3-143 本事業により裨益を受けうる日本企業群 

 
(出典：NRI シンガポール作成) 
 
(秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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3.6 相手国政府・関係者への打ち込み 

3.6.1 ワークショップ 

(1) 現地調査および第１回ワークショップ 

2025 年 5 月 27 日から 5 月 30 日にかけて、現地調査および第 1 回ワークショップを実施した。 
第 1 回ワークショップは、5 月 27 日 (火)14:00-16:40 (ICT)にて、EVN 本社ビルにて実施した。ア

ジェンダ・タイムラインは表 3-144 のとおりである。 
 

表 3-144 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 1 回ワークショップの様子は図 3-178 のとおりであり、EVN 社のホームページにおいても実施

状況が確認できる。12 

 
12 First workshop of “Research project on decarbonization roadmap for Vietnam’s Power Sector” (2026 年 1 月 26 日閲覧) 

https://en.evn.com.vn/d/en-US/news/First-workshop-of-Research-project-on-decarbonization-roadmap-for-Vietnams-Power-Sector-60-205-500733
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(出典：EVN 社ホームページより転記) 

図 3-178 第 1 回ワークショップの様子 

 
第 1 回ワークショップで、EVN および MOIT から頂戴した意見は下記の通りである。 

表 3-145 第 1 回ワークショップで、EVN および MOIT から頂戴した意見 

 
(出典：NRI シンガポール作成) 
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(2) 第 2 回ワークショップの概要 
第 2 回ワークショップは、9 月 18 日 (火) 09:00-11:40 (ICT)にて、Teams にて実施した。アジェン

ダ・タイムラインは表 3-146 のとおりである。 
 

表 3-146 (秘匿情報を含むため非公開とした。)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
オンライン開催であったため正確な参加者は不明であるが、第 1 回ワークショップ同様、EVN 副

社長をはじめとした EVN社の技術領域を所管する部署や EVNGENCO1、PECC1 など幅広い参加者が

参加した。 
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 第 2 回ワークショップで、EVN および MOIT から頂戴した意見は下記の通りである。 
 

表 3-147 (秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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(3) 最終ワークショップの概要 

2026 年 1 月 16 日 (金)09:00-11:15 (IST)に、EVN 本社ビルにて、最終ワークショップを実施した。

最終ワークショップのアジェンダ・タイムラインは表 3-148 のとおりである。 
 

表 3-148 最終ワークショップのアジェンダ・タイムライン 

 
(出典：NRI シンガポール作成) 
 
(秘匿情報を含むため非公開とした。)  

 

表 3-149 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最終ワークショップでは、こちらから提示したマスタープランの素案に対し、下記のような要望が

寄せられた。最終的に提出したマスタープランでは、これらが満たされた形のものを策定している。 
・2050 年の脱炭素化を実現するためのロードマップとして、発電所の種別ごとにシナリオを設けて

ほしいこと。例えば、無煙炭ボイラ×亜臨界セグメントにおいて、アンモニア専焼による脱炭素化

が技術的に実現できなかった場合の代替案についても提案してほしい 
・政策的フレームワークについて、日本の動向を紹介してほしいこと 
・アクションプランに関しては、網羅性を重視し、個別の論点については深く書きすぎないこと 
 

3.6.2 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 3-150 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 

表 3-151 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 

表 3-152 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 

表 3-153 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
 

表 3-154 (秘匿情報を含むため非公開とした。) 

(秘匿情報を含むため非公開とした。)  
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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第 4 章 MP 実現のための次のアクションプランの検討 

4.1 本事業の評価と後続事業に向けた示唆 

本 MP 事業の事業開始時に想定していた成果は、実施事項の実施による直接的な成果と、取組を

通じて得られる将来的な裨益の 2 つが存在した。図 4-1 は、実施計画書からの抜粋である。 
 

 
 (出典：NRI シンガポール作成) 

図 4-1 本事業において当初想定していた成果 

 
当初将来的な裨益として想定していた成果に対する本事業の達成状況は表 4-1 のとおりである。 
ベトナム国への裨益として重視していた EVN の知識・実践的強化については、火力発電所の脱炭

素化に関連する技術の技術開発ロードマップの提供による技術的観点での知識深化と、日本のアン

モニア・水素戦略の共有並びに環境配慮・安全性に関して必要な政策の明示による、オペレーショ

ン観点で必要な施策に対する知識深化について実現することができた。 
また、火力発電脱炭素化の方向性の理解深化については、マスタープラン内で火力発電所の類型

別によるロードマップと、ロードマップ実現に向けたアクションプランの明示を実施することで、

実現することができた。 
日本国への裨益としては、ベトナム国の脱炭素化の動きの加速化、ベトナム国の脱炭素化に向け

た必要な技術／時間軸の把握、ベトナム国政府／関連機関に向けた必要な政策的な打ち手の明示化

を想定していた。ベトナム国の脱炭素化の動きは、本件の有無に関わらず、2025 年 4 月の PDP8R 発

表に始まり、3 章にて触れたように、Decree119/2025 にて排出権取引市場の開設に向けた取り組みが

始まる等、大きく加速した一年となった。ベトナム国の脱炭素化に向けた必要な技術／時間軸の把

握に関しては、亜臨界ボイラ×無煙炭プラントにおける脱炭素化ニーズが特に高いことを把握した

上で、アンモニア混焼や CCS に関するニーズがあることを確認した。また、これらの技術に関する

導入時間軸を、ロードマップを整備することで特定した。他方、ベトナム国政府／関連機関に向け

た必要な政策的な打ち手の明示化については、アクションプランを明示したものの、現時点では幅

広い形での論点提示に留まっており、MOIT や EAV が検討する具体施策に落とすには一段の検討が

必要である。 
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表 4-1 実施計画上期待していた将来的な裨益の達成状況 

 
(出典：NRI シンガポール作成) 

 
本事業における成功点・反省点を、BCG 規定の KSF に沿って取りまとめている。キーパーソ

ンへの働きかけや、相手のビジョンに沿った納得感のあるストーリーは一定成功したものの、

採用・実施のハードルを未然に改称するような取り組みには至らなかった。 
 

 
(出典：NRI シンガポール作成) 

図 4-2 成功点と反省点 

4.2 フォローアップ期間 (5 年)の概略プラン 

今回のマスタープランの実効性を担保するために、フォローアップ期間として、下記活動を想定

している。 
(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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(秘匿情報を含むため非公開とした。) 
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